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ソ
連
共
産
党
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族

中
　
沢

精

次

B良

む第第第第は
　四三二一
す章章章章し

が
　
き

連
邦
構
成
共
和
国
、
地
方
、
州
、
自
治
共
和
国
の
党
組
織

地
方
お
よ
び
州
の
党
第
一
書
記
の
所
属
民
族

運
邦
構
成
共
和
国
お
よ
び
自
治
共
和
国
の
党
第
一
書
記
の
所
属
民
族

連
邦
構
成
共
和
国
、
地
方
、
州
お
よ
び
自
治
共
和
国
の
党
組
織
の
規
模

びは
　
し
　
が
　
き

　
多
民
族
国
家
（
ヨ
葺
ぎ
彗
一
9
巴
曾
葺
Φ
）
か
民
族
国
家
（
墨
ぎ
畠
尻
§
Φ
）
か
と
い
う
成
員
の
民
族
的
構
成
に
注
目
し
た
対
比
を
政
党
に
移
し
て

い
え
ば
、
多
民
族
政
党
（
ヨ
葺
ぎ
彗
。
轟
一
窓
吋
蔓
）
か
民
族
政
党
（
轟
ぎ
昌
巴
窓
吋
q
）
か
と
い
う
対
比
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
連
邦
国
家
（
8
留
邑

の
翼
。
）
と
単
一
国
家
（
毒
ぎ
q
ω
翼
Φ
）
と
い
う
組
織
構
造
上
か
ら
の
二
分
化
を
政
党
に
移
し
て
い
え
ば
、
連
合
政
党
（
9
。
田
9
℃
貰
蔓
）
と
単
一
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

党
（
琶
5
亀
℃
貰
9
と
い
う
二
分
化
と
な
る
。
し
か
し
国
家
と
政
党
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
す
る
次
元
を
異
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
（
一
〇
四
三
）



　
　
　
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
ニ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
（
一
〇
四
四
）

多
民
族
国
家
に
お
い
て
も
民
族
政
党
は
あ
り
得
る
し
、
多
民
族
政
党
が
連
合
政
党
で
あ
る
と
も
か
ぎ
ら
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
組
み
合
せ
が
あ
り
得

る
。
も
ち
ろ
ん
「
民
族
国
家
で
単
一
国
家
の
民
族
政
党
で
単
一
政
党
」
と
い
う
組
み
合
せ
が
も
つ
と
も
一
般
的
で
は
あ
ろ
う
が
、
「
多
民
族
国
家

で
連
邦
国
家
の
多
民
族
政
党
で
単
一
政
党
」
と
い
う
組
み
合
せ
も
な
く
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
現
に
ソ
連
共
産
党
ば
そ
の
一
つ
の
典
型
で
あ
る
。

　
多
民
族
国
家
で
連
邦
国
家
の
多
民
族
政
党
で
単
一
政
党
で
も
あ
る
党
は
、
民
族
国
家
で
単
一
国
家
の
民
族
政
党
で
単
一
政
党
で
も
あ
る
党
の
ま

つ
た
く
経
験
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
問
題
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
党
の
対
民
族
政
策
の
定
立
と
い
つ
た
綱
領
上
の
間
題
、
さ
ら
に
は
ま
た
党
の

単
一
制
的
な
組
織
構
造
の
枠
内
で
国
家
の
連
邦
制
的
な
構
造
を
ど
の
程
度
反
映
さ
せ
る
か
と
い
つ
た
組
織
上
の
問
題
は
ま
ず
避
け
る
こ
と
の
で
き

な
い
課
題
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
そ
の
党
が
コ
ー
カ
ス
（
8
蓉
易
）
政
党
で
は
な
く
て
ブ
ラ
ン
チ
（
耳
き
畠
）
政
党
で
あ
る
場
合
に
は
、
自
党
推
薦
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
カ
ル

議
員
立
候
補
者
の
人
選
は
も
と
よ
り
地
方
党
組
織
の
指
導
者
の
詮
衡
や
配
置
に
は
特
に
慎
重
な
民
族
的
配
慮
が
要
求
さ
れ
よ
う
。
こ
の
点
、
ソ
連

共
産
党
に
お
い
て
は
ど
う
か
。
ソ
連
共
産
党
は
、
な
る
ほ
ど
大
衆
政
党
で
は
あ
る
が
、
類
型
的
に
は
ブ
ラ
ン
チ
政
党
で
は
な
い
。
こ
の
党
は
セ
ル

（
8
ε
政
党
の
典
型
で
あ
り
、
し
か
も
ま
た
ソ
連
に
お
け
る
唯
一
の
合
法
政
党
で
あ
つ
て
、
綱
領
に
は
、
「
－
…
労
働
者
階
級
と
全
勤
労
者
の
も
つ

と
も
先
進
的
な
代
表
者
を
党
の
隊
列
に
統
合
し
、
大
衆
と
密
接
に
結
ば
れ
、
人
民
の
間
に
無
限
の
権
威
を
認
め
ら
れ
、
社
会
発
展
の
法
則
を
知
悉

し
て
い
る
共
産
党
は
、
共
産
主
義
建
設
の
す
べ
て
の
活
動
に
対
し
て
正
し
い
指
導
を
保
障
し
、
こ
の
活
動
に
組
織
的
、
計
画
的
、
科
学
的
根
拠
の

　
　
　
　
　
　
（
2
）

あ
る
性
格
を
与
え
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
党
が
、
綱
領
の
い
う
よ
う
に
社
会
発
展
の
法
則
を
知
悉
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
て
カ
ル

「
全
人
民
」
を
指
導
す
べ
く
権
威
づ
け
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
地
方
党
組
織
の
指
導
者
は
、
党
活
動
は
無
論
の
こ
と
、
当
該

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
て
カ
ル

地
域
社
会
の
政
治
経
済
教
育
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
を
党
の
名
に
お
い
て
指
導
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
地
方
党
組
織
、
特
に
、
連
邦
構
成
共

和
国
、
地
方
、
州
、
自
治
共
和
国
と
い
つ
た
上
級
の
党
組
織
の
第
一
書
記
の
詮
衡
あ
る
い
は
配
置
の
適
否
は
、
一
般
的
に
は
党
の
特
殊
的
に
は
党

最
高
指
導
者
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
と
つ
て
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
人
選
は
、
特
に
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
幹
部
要
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
し
カ
ル

を
そ
の
政
治
的
お
よ
び
事
務
的
な
素
質
に
ょ
つ
て
詮
衡
す
べ
き
こ
と
を
、
こ
の
党
の
規
約
は
党
員
に
義
務
づ
け
て
い
る
（
第
二
条
第
八
項
）
。
地
方



党
組
織
の
第
一
書
記
の
詮
衡
や
配
直
の
際
に
、
彼
等
の
所
属
民
族
は
考
慮
さ
れ
て
ば
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
連
邦
構
成
共
和
国
、
地
方
、
州
、
自
治
共
和
国
の
党
第
一
書
記
の
人
選
の
際
に
彼
等
の
所
属
民
族
が
ど
の
よ
ろ
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討

す
る
に
当
つ
て
、
ま
ず
、
一
、
二
の
い
わ
ば
方
法
論
的
な
前
提
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　
そ
の
一
つ
は
、
党
幹
部
の
選
出
に
関
す
る
規
約
上
の
手
続
は
ど
う
で
あ
れ
、
選
出
の
結
果
に
、
慣
行
化
し
た
詮
衡
の
基
準
な
い
し
は
配
置
の
方

針
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
政
党
に
お
い
て
も
指
導
者
原
理
を
公
然
と
ふ
り
か
ざ
す
フ
ァ
シ
ス
ト
政
党
で
な
い
か
ぎ
り
、
党
幹
部
の
選
出
手
続
は

民
主
主
義
の
原
則
に
ょ
つ
て
い
る
。
最
高
指
導
者
を
含
む
党
幹
部
の
選
出
は
一
般
党
員
あ
る
い
は
党
員
代
表
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
民

主
的
な
選
出
手
続
は
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
装
い
で
あ
つ
て
、
一
般
に
は
、
多
段
階
的
な
間
接
代
表
制
、
候
補
者
指
名
制
、
候
補
者
名
簿
一
括
投
票

方
式
に
よ
り
ま
た
は
そ
れ
ら
の
組
み
合
せ
に
よ
つ
て
、
常
に
、
上
か
ら
巧
妙
に
操
作
さ
れ
て
い
る
。
民
主
的
な
選
出
手
続
に
よ
る
と
は
い
え
、
実

際
は
、
慣
行
化
し
た
な
い
し
は
慣
行
化
し
つ
つ
あ
る
詮
衡
基
準
や
配
置
方
針
に
も
と
づ
い
た
指
名
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
点
で
例

外
的
な
政
党
を
見
出
す
こ
と
は
は
な
は
だ
困
難
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ソ
連
共
産
党
は
そ
の
例
外
的
な
政
党
で
は
な
い
。
こ
の
党
は
、
規
約
に
ょ

る
と
「
下
か
ら
上
ま
で
の
す
べ
て
の
党
指
導
機
関
は
選
挙
さ
れ
る
べ
き
こ
と
」
（
第
一
九
条
第
一
項
）
と
さ
れ
て
お
り
、
党
書
記
長
は
連
邦
党
中
央

委
員
会
に
よ
り
、
共
和
国
の
党
第
一
書
記
は
共
和
国
党
中
央
委
員
会
に
よ
つ
て
、
ま
た
地
方
あ
る
い
は
州
（
自
治
共
和
国
は
党
の
組
織
の
上
で
は
州
と

し
て
扱
わ
れ
る
）
の
党
第
一
書
記
は
地
方
あ
る
い
は
州
の
党
委
員
会
に
よ
つ
て
選
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
党
書
記
長
は
、
第
二
四
回

党
大
会
選
出
の
連
邦
党
中
央
委
員
会
の
第
一
回
総
会
に
お
い
て
引
き
続
き
党
書
記
長
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
総
会
に
お
け
る
書

記
局
と
政
治
局
の
選
出
手
続
は
無
論
の
こ
と
、
党
大
会
に
お
け
る
党
中
央
委
員
会
の
選
出
手
続
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
名
簿
投
票
方
式
に
よ
る
も

の
と
は
思
わ
れ
る
が
、
公
表
さ
れ
て
は
い
な
い
。
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
つ
て
い
え
ば
、
党
大
会
代
議
員
の
選
挙
そ
の
も
の
が
す
で
に
候
補
者
名
簿
一
括

投
票
方
式
に
よ
つ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
規
約
に
は
「
党
機
関
の
選
出
は
秘
密
投
票
に
ょ
つ
て
行
わ
れ
る
。
…
…
投
票
は
各
候
補
者
に
つ
い
て
個
別

　
　
　
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
（
一
〇
四
五
）



　
　
　
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
　
（
一
〇
四
六
）

に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
第
二
四
条
）
と
規
定
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
各
種
の
党
指
導
機
関
の
選
出
に
当
つ
て
は
規
約
違
反
が
公
然
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

行
わ
れ
て
．
お
り
、
こ
の
事
実
を
伝
え
る
資
料
に
は
こ
と
か
か
な
い
。
共
和
国
、
地
方
、
州
の
党
第
一
書
記
は
い
ず
れ
も
党
中
枢
に
ょ
つ
て
厳
選
さ

れ
、
指
名
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ヨ
カ
ル

　
他
の
一
つ
は
、
規
約
上
は
同
一
レ
ヴ
ェ
ル
の
地
方
党
組
織
で
は
あ
つ
て
も
自
ら
そ
こ
に
存
在
す
る
は
ず
の
序
列
は
、
当
該
党
組
織
の
リ
ー
ダ
ー

が
兼
任
し
て
い
る
諸
中
央
指
導
機
関
の
党
内
に
お
け
る
序
列
順
位
か
ら
確
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
政
党
の
組
織
は
基
本
的
に
は
、
文
書
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
な
い
慣
例
や
慣
行
に
依
存
し
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
が
慣
例
の
間
題
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
コ
カ
ル

あ
る
が
、
あ
る
レ
ヴ
ェ
ル
以
上
の
地
方
党
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
と
も
な
れ
ば
、
党
大
会
の
よ
う
な
全
党
的
な
代
表
者
会
議
は
無
論
の
こ
と
、
党
員
の

統
制
や
機
関
の
監
査
あ
る
い
は
政
策
の
審
議
の
た
め
の
党
中
央
の
諸
指
導
機
関
に
、
時
に
は
政
策
決
定
機
関
へ
の
参
加
が
慣
例
化
し
て
い
る
。
も

　
　
　
　
ロ
ド
カ
ル

つ
と
も
、
地
方
党
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
を
含
む
党
幹
部
の
選
出
は
通
常
民
主
的
な
手
続
に
よ
つ
て
は
い
る
も
の
の
実
質
的
に
は
上
か
ら
の
指
名
と
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
コ
カ
ル

わ
り
が
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
上
」
と
特
殊
個
人
的
な
結
び
つ
き
を
も
つ
地
方
党
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
が
、
特
別
に
、
党
中
央
の
あ
る
指

導
機
関
の
構
成
員
と
し
て
も
「
選
出
」
さ
れ
る
と
い
つ
た
こ
と
は
な
く
も
な
い
。
む
し
ろ
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ヨ
カ
ル

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
党
中
央
の
諸
指
導
機
関
の
序
列
順
位
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
地
方
党
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
が
い
か
な
る
中
央
指
導
機
関
の
構
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
コ
カ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
コ
ヵ
ル

員
を
兼
ね
て
い
る
か
に
ょ
つ
て
、
当
該
地
方
党
組
織
に
与
え
ら
れ
て
い
る
評
価
を
、
規
約
上
は
そ
れ
と
同
一
レ
ヴ
ェ
ル
の
他
の
地
方
党
組
織
と
の

関
連
に
お
い
て
確
め
る
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
し
た
が
つ
て
、
問
題
は
、
党
中
央
の
諸
機
関
の
序
列
順
位
を
ま
ず
確
認
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。

　
規
約
に
よ
る
と
、
ソ
連
共
産
党
の
最
高
機
関
は
連
邦
大
会
で
あ
つ
て
（
第
三
一
条
）
、
こ
の
党
大
会
で
連
邦
党
中
央
委
員
会
と
連
邦
党
中
央
監

査
委
員
会
が
選
出
さ
れ
る
（
第
…
二
条
第
四
項
）
。
連
邦
党
中
央
委
員
会
は
、
総
会
と
総
会
と
の
問
に
お
け
る
中
央
委
員
会
の
活
動
を
指
導
す
る
政

治
局
と
、
主
と
し
て
幹
部
要
員
の
詮
衡
お
よ
び
執
行
検
査
の
組
織
上
の
当
面
の
活
動
を
指
導
す
る
書
記
局
を
選
出
す
る
（
第
三
九
条
）
。
し
た
が
つ

て
規
約
の
上
で
は
こ
の
党
大
会
が
序
列
順
位
の
第
一
に
位
す
る
が
、
実
際
に
は
、
最
低
の
順
位
に
置
か
れ
る
べ
き
機
関
で
あ
る
。
代
議
員
総
数
も



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
と
カ
ル

今
日
で
は
四
、
○
○
○
名
を
こ
え
て
お
り
、
地
方
党
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
は
、
こ
の
党
大
会
の
代
議
員
に
選
出
；
実
は
指
名
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
が
そ
の
最
低
の
条
件
で
あ
る
。
で
は
、
書
記
局
と
政
治
局
は
ど
う
か
。
ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
書
記
局
員
は
政
治
局

員
（
局
員
候
補
を
含
む
）
を
兼
ね
る
こ
と
は
あ
つ
て
も
す
べ
て
書
記
局
の
専
従
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
序
列
順
位
の
第
一
に

は
政
治
局
が
位
し
、
第
二
位
に
党
中
央
委
員
会
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
党
中
央
監
査
委
員
会
は
そ
の
機
能
か
ら
し
て
も
党
中
央
委
員
会
と
比

肩
で
ぎ
る
よ
う
な
機
関
で
は
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
第
三
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
位
か
ら
い
え
ば
、
党
中
央
委
員
会
政
治

局
、
党
中
央
委
員
会
、
党
中
央
監
査
委
員
会
と
い
う
序
列
順
位
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
も
、
政
治
局
と
党
中
央
委
員
会
の
構
成
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
委

員
と
委
員
候
補
に
分
か
れ
て
お
り
、
委
員
候
補
に
は
議
決
権
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
第
二
四
回
党
大
会
選
出
の
政
治
局
員
は
一
五
名
、

局
員
候
補
が
六
名
、
党
中
央
委
員
会
の
委
員
は
二
四
一
名
、
委
員
候
補
は
一
五
五
名
、
そ
し
て
党
中
央
監
査
委
員
会
の
委
員
が
八
一
名
で
あ
る
。

党
中
央
監
査
委
員
会
に
は
委
員
候
補
は
い
な
い
。

第
一
章
連
邦
構
成
共
和
国
、
地
方
、
｛
、

グ

自
治
共
和
国
の
党
組
織

　
周
知
の
よ
う
に
、
ソ
連
は
多
民
族
・
多
言
語
国
家
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
の
国
勢
調
査
で
は
七
三
の
民
族
（
と
三
二
の
ナ
・
ー
ド
ノ
ス
チ
）
別
の

（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

人
口
が
、
ま
た
前
回
の
一
九
五
九
年
の
国
勢
調
査
で
は
七
七
の
民
族
（
と
三
二
の
ナ
・
ー
ド
ノ
ス
チ
）
別
の
人
口
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
言
語
的
に

も
ま
た
非
常
に
多
様
で
あ
つ
て
、
国
語
な
い
し
は
公
用
語
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
言
語
だ
け
で
も
そ
の
数
は
大
変
多
い
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
ダ

ゲ
ス
タ
ン
自
治
共
和
国
憲
法
に
は
、
こ
の
自
治
共
和
国
の
最
高
会
議
で
採
択
さ
れ
た
法
律
は
、
ロ
シ
ア
語
、
ア
ヴ
ァ
ー
ル
語
、
ク
ム
イ
ク
語
、
ダ

ル
ギ
ン
語
、
レ
ズ
ギ
ン
語
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
語
、
ラ
ク
語
、
タ
ト
語
、
タ
パ
サ
ラ
ン
語
で
公
布
さ
れ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
（
第
二
四
条
）
。
し

か
も
ソ
連
の
場
合
、
民
族
し
た
が
つ
て
ま
た
言
語
が
多
様
で
あ
る
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
高
い
地
域
性
を
そ
な
え
て
い
る
と
こ

ろ
に
き
わ
だ
つ
た
特
徴
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
主
な
少
数
民
族
の
郷
土
は
、
ソ
連
人
口
の
過
半
数
を
少
々
上
廻
る
人
口
を
も

　
　
　
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
ニ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
（
一
〇
四
七
）



　
　
　
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
　
（
一
〇
四
八
）

つ
・
シ
ア
人
の
郷
土
を
と
り
か
こ
む
よ
う
な
か
た
ち
で
、
つ
ま
り
ソ
連
の
周
辺
地
域
に
位
置
し
て
い
る
。
ソ
連
人
口
の
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占

め
る
グ
ル
ジ
ア
人
を
例
に
と
つ
て
い
え
ば
、
全
グ
ル
ジ
ァ
人
人
口
の
九
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
ト
ラ
ン
ス
・
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
の
グ
ル
ジ
ア
共
和

国
に
居
住
し
、
ま
た
全
グ
ル
ジ
ア
人
人
口
の
九
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
グ
ル
ジ
ァ
語
を
母
語
と
し
て
い
る
（
一
九
七
〇
年
一
月
一
五
日
現
在
）
。
も
ち

ろ
ん
こ
う
し
た
民
族
的
・
言
語
的
な
高
度
の
多
様
性
と
地
域
性
は
、
一
五
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
の
後
半
に
か
け
て
、
国
土
を
、
そ
の
隣
接
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

へ
の
進
出
に
ょ
つ
て
次
第
に
拡
大
し
た
ロ
シ
ア
帝
国
の
遺
産
で
あ
る
。
す
で
に
、
ロ
シ
ァ
帝
国
が
そ
の
全
人
口
の
過
半
数
以
上
を
諸
少
数
民
族
に

よ
つ
て
占
め
ら
れ
た
多
民
族
国
家
で
あ
つ
た
。
そ
れ
故
、
一
八
九
八
年
に
結
党
を
宣
言
し
た
ロ
シ
ア
社
会
民
主
党
は
帝
国
の
こ
う
し
た
特
殊
な
問

題
性
を
ま
ず
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
党
組
織
上
の
問
題
と
し
て
の
民
族
間
題
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
党

政
策
上
の
問
題
と
し
て
の
民
族
問
題
で
あ
つ
た
。

　
党
組
織
上
の
つ
ま
り
規
約
上
の
問
題
と
し
て
の
民
族
問
題
は
、
綱
領
上
の
問
題
と
し
て
の
民
族
問
題
ほ
ど
の
論
議
を
呼
び
起
す
こ
と
も
な
く
解

決
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
党
規
約
の
制
定
が
は
じ
め
て
議
題
と
な
つ
た
一
九
〇
三
年
の
第
二
回
党
大
会
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
共
産
主
義
者
が

ブ
ン
ト
を
ユ
ダ
ヤ
人
プ
・
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
の
唯
一
の
代
表
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
要
求
し
た
が
、
民
族
別
組
織
の
連
合
政
党
を
と
い
う
い
わ
ぽ
構

造
的
な
連
合
制
を
主
張
し
た
こ
の
提
案
ー
ロ
シ
ァ
の
場
合
、
民
族
の
高
度
の
地
域
性
か
ら
構
造
的
な
連
合
制
は
同
時
に
地
域
的
な
連
合
制
を
意

味
し
て
い
た
ー
は
、
レ
ー
ニ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
圧
倒
的
な
多
数
に
ょ
つ
て
否
定
さ
れ
、
党
は
プ
β
レ
タ
リ
ァ
国
際
主
義
に
も
と
づ
く
中
央
集

権
的
な
単
一
政
党
た
る
べ
し
と
い
う
組
織
原
則
が
規
約
化
さ
れ
た
。
し
た
が
つ
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
、
リ
ト
ワ
ニ
ア
、
白
・
シ
ア
な

ど
に
お
け
る
相
次
ぐ
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
政
権
の
成
立
を
背
景
と
し
て
開
か
れ
た
一
九
一
九
年
三
月
の
第
八
回
党
大
会
で
は
、
「
諸
民
族
共
産
党
組
織
」
に

つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
決
議
が
採
択
さ
れ
て
い
る
。
「
現
在
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
、
リ
ト
ワ
ニ
ア
お
よ
び
白
ロ
シ
ア
は
そ
れ
ぞ
れ
ソ
ヴ

ィ
ェ
ト
共
和
国
と
し
て
存
在
す
る
。
し
た
が
つ
て
今
日
で
は
国
家
の
存
在
形
態
に
関
す
る
問
題
は
解
決
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、

今
度
は
・
シ
ア
共
産
党
が
独
立
の
諸
共
産
党
の
連
合
と
い
う
原
則
に
も
と
づ
い
て
組
織
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
番
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
決
し



て
意
味
し
て
は
い
な
い
。
ロ
シ
ア
共
産
党
第
八
回
大
会
は
、
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
社
会
主
義
共
和
国
の
す
べ
て
の
地
域
に
お
け
る
党
の
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

活
動
を
指
導
す
る
唯
一
の
中
央
委
員
会
を
も
つ
唯
一
の
中
央
集
権
的
な
共
産
党
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
と
決
議
す
る
。
・
シ
ア
共
産
党
お
よ
び

そ
の
指
導
機
関
の
決
定
は
す
べ
て
、
党
の
あ
ら
ゆ
る
組
織
を
、
そ
の
民
族
的
な
組
成
に
は
か
か
わ
り
な
く
無
条
件
に
拘
束
す
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
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ラ
ト
ヴ
ィ
ア
、
リ
ト
ワ
ニ
ア
、
白
・
シ
ア
の
党
中
央
委
員
会
は
州
党
委
員
会
と
同
等
で
あ
つ
て
ロ
シ
ア
共
産
党
に
全
面
的
に
従
属
す
る
」
と
。
ソ
連

共
産
党
は
単
一
政
党
で
あ
り
、
し
か
も
高
度
に
中
央
集
権
的
な
単
一
政
党
で
あ
る
と
い
う
組
織
原
則
は
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
確
認
さ
れ
て
き
た
。

一
九
六
一
年
の
第
二
二
回
党
大
会
の
党
規
約
改
正
に
関
す
る
コ
ズ
冒
フ
（
負
即
谷
窪
畠
）
の
報
告
の
な
か
で
も
、
「
ソ
連
共
産
党
は
、
諸
共
産
党

の
あ
る
い
は
ま
た
諸
共
産
党
中
央
委
員
会
の
連
合
体
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
中
央
集
権
的
な

　
　
　
（
8
）

組
織
で
あ
る
」
と
改
め
て
ま
た
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
は
そ
の
国
名
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
民
族
の
多
様
性
と
多
様
な
民
族
の
地
域
性
を
考
慮
し
た

連
邦
国
家
で
あ
つ
て
、
一
五
の
共
和
国
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
党
の
組
織
の
上
で
も
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
産
党
、
ウ
ズ
ベ
ク
共
産
党
と
い
っ

た
共
和
国
単
位
の
党
組
織
す
な
わ
ち
共
和
国
民
族
と
同
名
の
党
組
織
が
あ
る
の
で
、
ソ
連
共
産
党
も
ま
た
地
域
的
む
し
く
は
構
造
的
な
連
合
政
党

で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
産
党
は
、
無
論
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
共
産
主
義
者
の
た
め
の
党
組
織
で
は
な
い
。
ま
た
・

シ
ア
共
和
国
に
は
、
他
の
一
四
の
共
和
国
と
は
異
な
つ
て
、
共
和
国
単
位
の
党
組
織
は
存
在
し
て
い
な
い
。
要
す
る
に
、
連
邦
制
は
そ
の
連
邦
制

の
実
態
は
と
も
か
く
も
あ
く
ま
で
も
国
家
形
態
と
し
て
の
み
に
止
め
ら
れ
、
党
は
ま
つ
た
く
そ
の
褥
外
に
置
か
れ
て
い
る
。

　
連
邦
を
構
成
す
る
共
和
国
に
は
、
地
方
（
否
慧
）
、
州
（
0
9
碧
誤
）
、
区
（
℃
慧
畠
）
、
市
（
8
℃
畠
）
、
村
（
9
き
）
と
い
つ
た
地
域
的
基
準
に

ょ
る
行
政
単
位
と
、
自
治
共
和
国
（
＞
胃
o
ぎ
蚤
器
ヌ
自
旨
自
蓋
）
、
自
治
州
（
＞
零
呈
身
臣
国
0
9
碧
亭
）
、
民
族
管
区
（
蕃
量
o
＝
碧
臣
旨
。
も
属
）

と
い
う
民
族
的
基
準
に
ょ
る
行
政
単
位
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
行
政
単
位
の
す
べ
て
が
見
ら
れ
る
の
は
・
シ
ア
共
和
国
の
み

で
あ
る
。
ま
ず
、
民
族
的
基
準
に
よ
る
行
政
単
位
に
つ
い
て
見
て
み
ょ
う
。

　
　
　
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
（
一
〇
四
九
）



　
　
　
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
（
一
〇
五
〇
）

　
ソ
連
に
は
二
〇
の
自
治
共
和
国
が
あ
る
が
、
そ
の
内
の
一
六
自
治
共
和
国
（
．
ハ
シ
キ
ル
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
、
ダ
ゲ
ス
タ
ン
、
カ
バ
ル
デ
ィ
￥
．
ハ
ル
カ
ル
、

カ
ル
ム
ィ
ク
、
カ
レ
リ
ア
、
コ
ミ
、
マ
リ
、
モ
ル
ド
ワ
、
北
オ
セ
チ
ン
、
タ
タ
ー
ル
、
ト
ゥ
ー
ヴ
ァ
、
ウ
ド
ム
ル
ト
、
チ
ェ
チ
ェ
ン
ー
イ
ン
グ
ー
シ
、
チ
ュ
ヴ
ァ

シ
、
ヤ
ク
ー
ト
）
は
ロ
シ
ア
共
和
国
に
、
二
自
治
共
和
国
（
ア
ブ
ハ
ジ
ャ
、
ア
ジ
ャ
ー
ル
）
が
グ
ル
ジ
ア
共
和
国
に
、
残
り
の
二
自
治
共
和
国
の
う
ち

の
一
つ
（
ヵ
ラ
ヵ
ル
パ
ク
）
が
ウ
ズ
ベ
ク
共
和
国
、
他
の
一
つ
（
ナ
ヒ
チ
ェ
ヴ
ァ
ン
）
は
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
共
和
国
に
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ロ

シ
ア
共
和
国
に
は
五
自
治
州
（
ア
ド
ゥ
イ
ゲ
、
ゴ
ル
ノ
ー
ア
ル
タ
イ
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
カ
ラ
チ
ャ
イ
ー
チ
ェ
ル
ケ
ス
、
ハ
カ
ス
）
が
、
グ
ル
ジ
ア
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ

ャ
ン
、
タ
ジ
ク
の
三
共
和
国
に
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
の
自
治
州
（
南
オ
セ
チ
ン
、
ナ
ゴ
ル
イ
カ
ラ
バ
フ
、
ゴ
ル
イ
．
ハ
ダ
フ
シ
ア
）
が
あ
る
。
民
族
管
区

は
全
部
で
一
〇
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
ロ
シ
ア
共
和
国
に
置
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
共
和
国
の
自
治
州
は
い
ず
れ
も
地
方
の
行
政
区
劃
内
に
、

ま
た
民
族
管
区
は
す
べ
て
地
方
も
し
く
は
州
の
行
政
区
劃
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
地
方
、
州
、
区
、
市
、
村
と
い
つ
た
地
域
的
基
準

に
ょ
る
行
政
単
位
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
市
ま
た
は
村
が
ソ
連
に
お
け
る
最
下
級
の
行
政
単
位
（
大
き
な
都
市
で
は
、
区
が
最
下
級
の
行
政
単
位
と

な
る
）
で
あ
つ
て
、
区
、
市
、
村
と
い
つ
た
下
級
の
行
政
単
位
は
、
自
治
共
和
国
、
自
治
州
、
民
族
管
区
内
の
下
級
行
政
単
位
と
し
て
も
ま
た
存

在
す
る
。
そ
こ
で
、
地
方
あ
る
い
は
州
と
い
つ
た
上
級
の
行
政
単
位
に
か
ぎ
つ
て
見
る
と
、
ま
ず
地
方
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
・
シ
ア
共
和
国
に
の

み
あ
る
行
政
単
位
で
あ
つ
て
、
六
つ
の
地
方
が
あ
る
。
州
は
ロ
シ
ア
共
和
国
に
四
九
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和
国
に
二
五
、
白
ロ
シ
ア
共
和
国
に
六
、
ウ
ズ

ベ
ク
共
和
国
に
一
一
、
カ
ザ
フ
共
和
国
に
一
九
、
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
に
三
、
タ
ジ
ク
共
和
国
に
四
、
ト
ゥ
ル
ク
メ
ン
共
和
国
に
五
、
す
な
わ
ち
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
9
）

邦
全
体
で
は
一
二
〇
の
州
が
あ
る
（
一
九
七
四
年
一
月
一
日
現
在
）
。
グ
ル
ジ
ア
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
リ
ト
ワ
ニ
ア
、
モ
ル
ダ
ヴ
ィ
ア
、
ラ
ト
ヴ
ィ

ア
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
の
七
共
和
国
に
は
、
地
方
と
い
う
行
政
単
位
は
無
論
の
こ
と
、
州
と
い
う
行
政
単
位
も
ま
た
存
在
し
て
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
連
邦
構
成
共
和
国
、
あ
る
い
は
ま
た
自
治
共
和
国
、
自
治
州
、
民
族
管
区
の
数
に
つ
い
て
で
あ
る
が
こ
れ
ら
の
国
家
．
行
政
区
劃

の
数
に
は
そ
の
性
格
上
ほ
と
ん
ど
増
減
が
な
い
。
一
九
五
六
年
（
七
月
一
六
日
）
カ
レ
・
－
フ
イ
ン
共
和
国
が
カ
レ
リ
ア
自
治
共
和
国
に
改
組
さ
れ
て

・
シ
ア
共
和
国
に
編
入
さ
れ
て
か
ら
後
は
、
連
邦
構
成
共
和
国
の
数
は
一
五
で
あ
る
。
一
九
五
七
年
二
月
の
連
邦
最
高
会
議
で
確
認
さ
れ
た
カ
ル



ム
ィ
ク
お
よ
び
チ
ェ
チ
ェ
ン
ー
イ
ン
グ
ー
シ
両
自
治
共
和
国
の
復
活
、
前
記
し
た
カ
レ
リ
ア
自
治
共
和
国
の
成
立
、
一
九
六
一
年
（
一
〇
月
一
〇
日
）

ト
ゥ
ー
ヴ
ァ
自
治
州
の
自
治
共
和
国
へ
の
昇
格
に
と
も
な
つ
て
、
自
治
共
和
国
の
数
は
二
〇
と
な
り
、
ま
た
自
治
州
は
ト
ゥ
ー
ヴ
ァ
自
治
州
の
昇

格
に
よ
り
一
つ
減
じ
て
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
に
そ
の
数
は
八
と
な
つ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
地
方
特
に
州
に
な
る
と
、
そ
の
数
は
第
一
表
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
時
々
に
変
わ
つ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
共
和
国
の
ア
ル
ザ
マ
ス
キ
イ
州
は
、
一
九
五
七
年
三
月
三
日
に
州
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
代
議
員
選
挙
を
実

施
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
存
在
が
は
じ
め
て
明
ら
か
と
な
つ
た
が
、
同
年
四
月
二
三
日
に
は
廃
止
さ
れ
、
こ
の
地
域
は
ゴ
リ
キ
ー
州
に
編
入
さ
れ

（
10
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
）

て
い
る
。
ま
た
、
カ
ザ
フ
共
和
国
の
タ
ル
デ
ィ
ー
ク
ル
ガ
ン
州
は
一
九
五
九
年
の
六
月
六
日
に
廃
止
さ
れ
た
が
、
一
九
六
七
年
の
一
二
月
二
三
日
に

　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
8

再
び
設
置
さ
れ
て
お
り
、
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
の
イ
ス
イ
ク
ー
ク
ウ
リ
ス
ク
州
は
一
九
五
九
年
一
月
二
七
日
に
廃
止
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
一
年
後
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

一
九
七
〇
年
一
二
月
一
一
日
に
再
び
設
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
例
は
他
に
も
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

的
な
行
政
区
劃
は
、
ス
コ
ッ
ト
（
o
鐸
爵
い
即
ω
8
ε
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
経
済
の
統
制
管
理
の
必
要
上
か
ら
比
較
的
自
由
に
し
た
が

つ
て
し
ば
し
ば
変
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
数
も
ま
た
時
々
に
変
わ
つ
て
い
る
。

　
一
九
六
一
年
の
規
約
改
正
に
ょ
つ
て
、
「
…
…
。
村
あ
る
い
は
共
同
住
宅
管
理
事
務
所
に
、
共
産
主
義
者
居
住
地
の
地
域
的
な
初
級
党
組
織
を

設
置
す
る
こ
と
も
で
き
る
」
（
第
五
三
条
）
こ
と
に
な
つ
た
が
、
初
級
党
組
織
（
募
冨
蚤
器
国
ε
惹
臣
鋸
量
国
冨
冨
臣
）
す
な
わ
ち
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ

（
鼠
霊
ユ
8
U
琴
①
藤
旦
の
言
葉
を
か
り
て
い
え
ば
ソ
連
共
産
党
の
「
基
礎
的
な
構
成
要
素
」
（
§
ヨ
窪
房
号
富
器
）
は
非
地
域
主
義
を
原
則
と

し
て
い
る
。
「
初
級
党
組
織
ば
、
党
員
の
職
場
、
す
な
わ
ち
工
場
、
製
作
所
、
ソ
フ
ホ
ー
ズ
お
よ
び
そ
の
他
の
企
業
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト

軍
部
隊
、
官
公
庁
、
教
育
機
関
な
ど
に
三
名
以
上
の
党
員
が
い
る
と
こ
ろ
に
設
置
さ
れ
る
。
…
・
」
（
第
五
三
条
）
。
し
か
し
、
こ
の
「
基
礎
的
な

構
成
要
素
」
の
集
合
に
は
一
般
の
政
党
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
地
方
行
政
上
の
地
域
的
な
単
位
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
初
級
党
組
織
は
市

あ
る
い
ば
区
ま
た
は
管
区
の
党
委
員
会
に
よ
つ
て
指
導
さ
れ
、
市
、
区
、
管
区
の
党
組
織
は
、
共
和
国
党
中
央
委
員
会
、
あ
る
い
は
地
方
ま
た
は
州

の
克
委
員
会
に
よ
つ
て
指
導
さ
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
党
の
組
織
構
造
上
の
貰
二
2
σ
こ
3
は
、
「
基
礎
的
な
構
成
要
素
」
を
除
く
と
、
政
党
一

　
　
　
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
（
一
〇
五
一
）



　
　
　
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
（
一
〇
五
二
）

般
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
国
家
行
政
上
の
貰
菖
窪
置
二
3
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
村
を
単
位
と
し
た
党
組
織
は
存
在
し
な
い
。

ま
た
、
自
治
共
和
国
は
、
党
組
織
の
上
で
は
州
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
・
シ
ア
共
和
国
に
あ
る
一
六
の
自
治
共
和
国
の
党
組
織
は
、

た
と
え
ば
タ
タ
ー
ル
州
党
組
織
と
い
つ
た
よ
う
に
呼
ば
れ
、
こ
の
共
和
国
の
一
般
の
州
（
あ
る
い
は
地
方
）
の
党
組
織
と
同
様
に
連
邦
党
中
央
委
員

会
の
指
導
の
下
に
お
か
れ
て
い
る
。
ア
ブ
ハ
ジ
ャ
と
ア
ジ
ャ
ー
ル
（
グ
ル
ジ
ア
共
和
国
）
、
ナ
ヒ
チ
ェ
ヴ
ァ
ン
（
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ソ
共
和
国
）
お
よ
び

カ
ラ
ヵ
ル
バ
ク
（
ウ
ズ
ベ
ク
共
和
国
）
の
四
自
治
共
和
国
も
無
論
党
組
織
の
上
で
は
州
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
党
組
織
は
、
・
シ
ア

共
和
国
に
あ
る
自
治
共
和
国
の
党
組
織
と
は
異
な
り
、
た
と
え
ば
共
和
国
党
中
央
委
員
会
を
も
つ
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和
国
の
州
の
党
組
織
と
同
じ
よ

う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
和
国
党
中
央
委
員
会
の
指
導
の
下
に
お
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
自
治
州
に
つ
い
て
も
党
組
織
上
の
扱
い
は
ほ
ぽ
同
様
で
あ

（
1
6
）

表閣第

　連邦構成共和国・地方・州、自治共和国、自治州・

　民族管区、区および市の数

　　　　　　　　1961年　1966年　1971年　1973年
　　　　　　　　1月1日　1日1月　1月1日　1月1目

連邦構成共和国　　　15　　　15　　　15　　　15

地方　　　　　　　　7　　　6　　　6　　　6

州　　　　　　107　105　114　114
目治共和国　　　　　19　　　20　　　20　　　20

畠治州　　　　　9　　8　　8　　8
民族管区　　　　　　10　　　10　　　10　　　10

　　　　　　　　　　※
区（農村区）　　　3．447　2．725　3．030　3．063

市　　　　　1．685　1．832　1．943　L978
区（市の区）　　　　一　　407　　447　　480

　　　　　※　区（市の区）が含まれている。

（
1
7
）

表二第

共和国党中央委員会、および地方、州、管区、市、

区の党委員会の数

　　　1961年1965年　1967年　1973年
　　　10月1目4月1日　7月1日　1月1目
共和国党中央委　　　14　　　14　　　14　　　14
員会

地方党委員会　　　　7　　　7　　　6　　　6

州党委員会　　　　136　　133　　133　　144

管区党委員会　　　10　　10　　10　　10
市党委員会　　　　602　　738　　747　　780

区（市の区）党委　　343　　396　　417　　511
員会

区（農村区）党委　3．202　2。434　2．746　2。842
員会

との行お党その党上治つ
共地政か中れ他委組州て
和域上れ央ぞの員みは’
国別のて委れ共会こそ・
党の区い員の和のまれシ
中組劃る会属国指れぞア
央織を。のすの導てれ共
委い利で指る三のいが和
員い用は導共自下る行国
会かし’の和治に．地政の
輪鰐乏騨蒜錆



域
単
位
の
各
種
党
委
員
会
は
連
邦
全
体
で
い
く
つ
あ
る
か
。

　
第
二
表
は
地
域
的
な
党
組
織
つ
ま
り
共
和
国
党
中
委
員
会
と
党
委
員
会
の
数
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
第
一
表
と
合
せ
て
見
る
と
、

調
査
の
時
点
に
幾
分
の
ず
れ
が
あ
る
と
は
い
え
、
市
党
委
員
会
あ
る
い
は
区
党
委
員
会
と
い
つ
た
下
級
党
組
織
の
数
が
行
政
上
の
市
あ
る
い
は
区

の
数
を
大
き
く
下
廻
つ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
上
級
党
組
織
で
あ
る
共
和
国
党
中
央
委
員
は
共
和
国
と
地
方
党
委
員
会
は
地
方
と
そ
れ
ぞ
れ
同
数
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
よ
う
に
上
級
党
組
織
で
あ
る
州
党
委
員
会
の
数
が
行
政
上
の
州
と
自
治
共
和
国
を
合
せ
た
数
を
上
廻
つ
て
い
る
こ

と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
も
つ
と
も
、
下
級
の
行
政
区
劃
を
利
用
し
て
設
け
ら
れ
た
下
級
党
組
織
の
数
が
そ
の
行
政
区
劃
数
を
下
廻
る
と
い
う
こ

と
は
、
一
、
四
〇
〇
万
を
こ
え
る
党
員
が
数
え
ら
れ
る
今
日
に
お
い
て
も
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
一
九
六
五
年
（
四
月
一
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

現
在
の
市
党
委
員
会
の
数
は
七
三
八
で
あ
つ
た
が
、
こ
の
う
ち
の
二
〇
八
の
市
党
委
員
会
は
隣
接
す
る
農
村
地
帯
の
党
組
織
と
合
同
し
て
い
た
。

し
か
し
、
州
の
よ
う
な
上
級
の
行
政
区
劃
に
置
か
れ
る
党
組
織
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
党
組
織
と
そ
の
行
政
区
劃
と
は
同
数
で
あ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ

う
。
州
党
組
織
の
数
が
州
の
数
を
上
廻
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
行
政
上
の
州
を
基
礎
と
し
な
い
党
組
織
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
般
の
州

党
組
織
と
ま
つ
た
く
同
等
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
党
組
織
が
あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
モ
ス
ク
ワ
市
の
党
協
議
会
は
、
一
九
五

九
年
一
月
の
笙
二
回
党
大
会
の
時
か
ら
一
般
の
州
党
協
議
会
と
同
様
に
連
邦
党
大
会
の
代
議
員
を
選
出
し
て
い
る
が
、
州
の
党
協
議
会
で
は
な

い
。
と
す
る
と
、
自
治
州
の
党
協
議
会
以
外
に
は
、
後
に
指
摘
す
る
が
、
海
外
駐
留
の
ソ
ヴ
ィ
ェ
ト
軍
部
隊
の
党
組
織
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
記
憶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
州
の
党
組
織
す
な
わ
ち
州
党
協
議
会
を
も
つ
党
組
織
で
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
そ
の
す
べ
て

が
連
邦
党
大
会
代
議
員
を
選
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
章
　
地
方
お
よ
び
州
の
党
第
一
書
記
の
所
属
民
族

地
方
お
よ
び
州
の
党
第
一
書
記
の
所
属
民
族
を
整
理
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
見
単
純
な
作
業
の
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で

　
　
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
（
一
〇
五
三
）



　
　
　
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
（
一
〇
五
四
）

は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
彼
等
の
ひ
と
り
ひ
と
り
が
自
ら
を
い
か
な
る
民
族
の
一
員
と
認
め
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
確
め
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
市
民
は
す
べ
て
一
六
歳
に
達
す
る
と
、
氏
名
、
父
称
、
生
年
月
日
、
出
生
地
な
ど
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

共
に
所
属
民
族
（
器
長
畠
§
臣
9
亭
）
を
明
記
し
た
身
分
証
明
カ
ー
ド
（
棊
2
・
肩
）
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
携
帯
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し

た
が
つ
て
、
地
方
あ
る
い
は
州
の
党
第
一
書
記
も
ま
た
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
市
民
で
あ
る
以
上
は
自
己
の
所
属
民
族
を
確
認
し
、
そ
れ
を
登
録
し
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
地
方
あ
る
い
は
州
の
党
第
一
書
記
と
も
な
れ
ば
、
彼
等
の
経
歴
や
党
歴
を
知
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
『
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
大
百
科
辞
典
年
鑑
』
（
国
萸
吟
o
楚
巽
3
蓼
目
息
9
器
↓
突
畠
ω
崔
鵠
釜
9
9
薫
V
の
「
人
名
録
」
（
冒
o
召
谷
蚤
9
甕
。
9
窓
実
二
）

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
問
題
の
所
属
民
族
に
ま
で
ふ
れ
て
い
る
「
人
名
録
」
と
な
る
と
、
そ
れ
は
、
ソ
連
邦
最
高
会
議
幹
部
会
編

集
の
『
ソ
連
邦
最
高
会
議
代
議
員
録
』
（
h
Φ
ξ
旨
量
田
宴
。
臣
。
3
0
。
零
冨
O
O
9
）
以
外
に
は
今
の
と
こ
ろ
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
連
邦
最
高
会
議
は
連
邦
会
議
と
民
族
会
議
と
か
ら
成
る
二
院
制
の
代
表
機
関
で
あ
つ
て
、
全
勤
労
者
の
共
通
の
利
益
を
代
表
す
べ

き
連
邦
会
議
は
人
口
を
基
準
と
し
た
選
挙
区
か
ら
選
ば
れ
た
代
議
員
に
よ
り
、
ま
た
民
族
的
特
殊
性
に
関
連
す
る
特
殊
な
利
益
を
反
映
す
べ
き
民

族
会
議
は
民
族
的
な
国
家
・
行
政
単
位
か
ら
選
ば
れ
た
代
議
員
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
『
ソ
連
邦
最
高
会
議
代
議
員
録
』
で
は
民

族
会
議
の
代
議
員
ひ
と
り
ひ
と
り
の
選
出
選
挙
区
や
略
歴
を
紹
介
す
る
に
当
つ
て
、
彼
等
の
所
属
民
族
に
も
ふ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
誇

示
さ
れ
る
べ
き
紹
介
事
項
の
一
つ
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
民
族
会
議
代
議
員
の
所
属
民
族
を
明
記
す
る
な
ら
ば
、
無
論
、
連
邦
会
議
代
議
員

の
所
属
民
族
も
ま
た
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
第
七
回
選
出
の
『
ソ
連
邦
最
高
会
議
代
議
員
録
』
の
第
一
頁
の
冒
頭
に

置
か
れ
た
ア
バ
シ
ー
ゼ
（
算
甲
＞
9
日
長
器
）
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「
ア
バ
シ
ー
ゼ
、
イ
ラ
ク
リ
イ
・
ヴ
ィ
サ
リ
オ
ノ

ヴ
ィ
チ
　
第
六
八
四
（
グ
ル
ジ
ア
共
和
国
ゼ
ス
タ
ホ
ニ
）
選
挙
区
選
出
の
連
邦
会
議
代
議
員
、
一
九
〇
九
年
生
れ
、
グ
ル
ジ
ア
人
、
一
九
三
九
年
の
入

党
、
ト
ビ
リ
シ
国
立
大
学
卒
。
グ
ル
ジ
ア
共
和
国
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
。
作
家
。
一
九
三
〇
年
よ
り
雑
誌
の
責
任
編
集
者
。
一
九
五
三
年
よ
り



グ
ル
ジ
ア
共
和
国
作
家
同
盟
第
一
書
記
、
一
九
六
四
年
よ
リ
グ
ル
ジ
ア
共
和
国
作
家
同
盟
理
事
長
。
ソ
連
邦
作
家
同
盟
書
記
。
連
邦
会
議
外
交
委

員
会
委
員
。
グ
ル
ジ
ア
共
産
党
中
央
委
員
会
委
員
。
第
四
回
、
第
五
回
お
よ
び
第
六
回
ソ
連
邦
最
高
会
議
代
議
員
」
。

　
地
方
お
よ
び
州
の
党
第
一
書
記
は
在
任
中
連
邦
最
高
会
議
代
議
員
選
挙
の
実
施
さ
れ
た
場
合
に
は
、
例
外
な
く
立
候
補
し
そ
し
て
当
選
し
て
い

る
。
そ
の
結
果
『
ソ
連
邦
最
高
会
議
代
議
員
録
』
に
顔
写
真
入
り
の
前
記
し
た
よ
う
な
略
歴
が
記
載
さ
れ
る
の
で
、
彼
等
の
所
属
民
族
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
連
邦
最
高
会
議
の
代
議
員
の
任
期
は
四
年
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
た
ま
た
ま
在
任
中
に
選
挙
に
め
ぐ
り
合
せ
た

者
あ
る
い
は
他
の
機
会
に
お
い
て
で
は
あ
つ
て
も
代
議
員
と
し
て
選
出
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
は
別
と
し
て
、
在
任
期
間
が
代
議
員
の
改
選
か
ら

改
選
に
至
る
ま
で
の
間
の
一
時
期
に
か
ぎ
ら
れ
た
た
め
な
ど
の
理
由
か
ら
代
議
員
と
し
て
の
経
歴
を
未
だ
に
持
ち
合
せ
て
い
な
い
者
に
つ
い
て

は
、
彼
等
の
所
属
民
族
を
確
め
よ
う
が
な
い
。
し
か
も
、
現
在
利
用
可
能
な
『
ソ
連
邦
最
高
会
議
代
議
員
録
』
は
、
一
九
六
六
年
六
月
コ
一
日
選

出
の
第
七
回
と
一
九
七
〇
年
六
月
一
四
日
選
出
の
第
八
回
の
そ
れ
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。
一
九
七
四
年
六
月
一
六
日
選
出
の
第
九
回
『
ソ
連
邦
最

高
会
議
代
議
員
録
』
は
ま
だ
手
許
に
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
ま
ず
時
間
的
に
t
少
な
く
と
も
一
九
六
〇
年
以
後
に
観
察
の
対
象
を
か
ぎ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
二
つ
の
制
限
を
、
資
料
的
な
制
約
か
ら
止
む
な
く
で
は
あ
る
が
、
置
き
た
い
と
思
う
。
そ

の
一
つ
は
す
べ
て
の
州
党
組
織
の
第
一
書
記
で
は
な
く
連
邦
党
大
会
代
議
員
を
直
接
選
出
す
る
州
党
組
織
の
第
一
書
記
に
か
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
（
地
方
党
組
織
に
は
こ
の
よ
う
な
問
題
は
な
い
〉
。
し
た
が
つ
て
、
・
シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
白
・
シ
ア
、
ウ
ズ
ベ
ク
、
カ
ザ
フ
以
外
の
共
和
国
に
あ

る
州
の
党
第
一
書
記
は
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
共
和
国
で
は
連
邦
党
大
会
代
議
員
は
共
和
国
党
大
会
か
ら
選
出
さ
れ
て
い
る
。
他

の
一
つ
は
、
一
九
六
〇
年
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
間
の
地
方
お
よ
び
州
の
党
第
一
書
記
全
員
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
第
二
二
回
党
大
会
（
一
九

六
一
年
一
〇
月
）
、
第
二
三
回
党
大
会
（
一
九
六
六
年
三
月
）
、
第
二
四
回
党
大
会
（
一
九
七
一
年
三
月
）
の
開
催
時
の
地
方
あ
る
い
は
州
の
党
第
一
書
記

在
任
者
に
か
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
た
と
え
ば
ウ
リ
ヤ
ノ
フ
ス
ク
州
の
党
第
一
書
記
ス
コ
チ
ロ
フ
（
＞
・
＞
・
9
2
…
畠
）
の

よ
う
に
一
九
六
一
年
以
後
現
在
（
一
九
七
四
年
六
月
一
六
日
）
に
至
る
ま
で
引
き
続
き
党
第
一
書
記
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
の
州
の
党
第
一

　
　
　
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
（
一
〇
五
五
）



　
　
　
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
　
（
一
〇
五
六
）

書
記
の
実
数
は
無
論
一
名
で
あ
る
が
、
員
数
は
三
名
と
い
う
よ
う
に
数
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
一
九
六
一
年
の
一
〇
月
か
ら
一
九
七
一
年
の
三
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
第
二
二
回
、
第
二
三
回
、
第
二
四
回
の
党
大
会
ー
つ
ま
り
合
わ
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
度
の
党
大
会
が
開
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
党
大
会
の
開
催
時

　　　　　第　　三　　表

地方および州の党第一書記の所属民族

　
　
　
　
　
0
の

　
　
（
合
計
）
1
0
16

　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　

所
属
民
族
不
明
1
2
1
2

　
　
　
　
　
　
（

ウ
ィ
グ
ル
人

54
（75）

14
（18）

21
（26）

36
（47）

4
4
1
1
2
2
5
5

『
⊥
－

　　　　　　　76　　11　　1
ロシア　　　（130）　（22）　　（1）　　一　　h

　　＿　　　　7　　43
ウクフイナ（10）（61）一　一　｝

自・シア　（る一（＆）一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17　　1ウズベク　　　ー　　 一　　 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）　（1）

カザフ　　　　13　　　3　　　　　　　　　　15
　　　　　　　（19）　（6）　一　一　（17）

　　　　　　　　　　　（　　）　内の数字は員数を示す。

に
お
け
る
地
方
お
よ
び
州
（
以
下
、
本
章
で
は
一
括
し
て
州
と
の
み
記
す
）
の
党
第
一

書
記
在
任
者
を
数
え
て
み
る
と
、
そ
の
実
数
は
ウ
ズ
ベ
ク
が
一
二
名
（
員
数
は
二
六

名
）
、
カ
ザ
フ
が
三
六
名
（
員
数
は
四
七
名
）
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
所
属
民
族
別
に
分

け
る
と
、
ウ
ズ
ベ
ク
で
は
ウ
ズ
ベ
ク
人
一
七
名
、
カ
ザ
フ
人
一
名
、
ウ
イ
グ
ル
人

一
名
、
所
属
民
族
不
明
二
名
と
な
り
、
カ
ザ
フ
で
は
カ
ザ
フ
人
一
五
名
、
β
シ
ア

人
コ
ニ
名
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
三
名
、
所
属
民
族
不
明
五
名
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

ウ
ズ
ベ
ク
で
は
党
第
一
書
記
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
共
和
国
を
郷
土
と
す
る
ウ
ズ
ベ

ク
人
に
よ
つ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
が
、
カ
ザ
フ
で
は
こ
の
共
和
国
を
郷
土
と
す
る

カ
ザ
フ
人
の
党
第
一
書
記
は
過
半
数
に
も
達
し
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
白
・
シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ロ
シ
ア
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
白
ロ
シ
ア
に
つ
い
て
い
え
ば
、
党
第
一
書
記
の
実
数
は
一
四
名
、
（
員
数
は

一
八
名
）
こ
れ
を
所
属
民
族
別
に
見
る
と
、
白
ロ
シ
ア
人
が
九
名
、
ロ
シ
ア
人
が
四

名
、
所
属
民
族
不
明
が
一
名
で
あ
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
、
実
数
が
五
四
名
（
員
数
は

七
五
名
）
、
所
属
民
族
別
に
見
る
と
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
が
四
三
名
、
ロ
シ
ア
人
が
七

名
、
所
属
民
族
不
明
が
四
名
、
ま
た
冒
シ
ア
で
は
、
実
数
が
一
〇
〇
名
（
員
数
は
一
六



五
名
）
、
所
属
民
族
別
に
見
る
と
、
p
シ
ア
人
が
七
六
名
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
が
一
一
名
、
白
ロ
シ
ア
人
が
一
名
、
》
、
し
て
所
属
民
族
不
明
が
一
二
名

と
な
つ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
所
属
民
族
別
の
整
理
を
党
第
一
書
記
の
実
数
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
員
数
に
つ
い
て
も
、
試
み
て
み

る
と
、
第
三
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
カ
ザ
フ
の
共
和
国
人
口
の
民
族
的
構
成
を
見
る
と
、
カ
ザ
フ
人
が
人
口
の
三
二
・
六
バ
ー
セ
ン
ト
、
慣
シ
ア
人
は
四
二
・
四
パ
ー
セ

ン
ト
を
占
め
て
い
る
が
、
ウ
ズ
ベ
ク
、
白
ロ
シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ロ
シ
ア
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
共
和
国
を
郷
土
と
し
て
い
る
民
族
が
共
和
国
人
口
の

過
半
数
以
上
を
占
め
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
カ
ザ
フ
で
は
カ
ザ
フ
人
党
第
一
書
記
が
前
述
し
た
よ
う
に
全
党
第
一
書
記
の
過
半
数
に
も
達
し
て

い
な
い
が
、
他
の
共
和
国
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
共
和
国
と
同
名
の
民
族
に
属
す
る
党
第
一
書
記
が
過
半
数
以
上
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
共
和

国
人
口
の
民
族
的
構
成
を
、
し
た
が
つ
て
ま
た
そ
の
共
和
国
の
党
員
の
民
族
的
構
成
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、
ウ
ズ
ベ
ク
で
は
ウ
ズ
ベ
ク
人
が
共
和
国
人
口
の
過
半
数
以
上
を
占
め
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
六
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
る
。
民
族
別
の
党
組
織
率
は
無
論
民
族
に
よ
つ
て
大
き
な
差
が
あ
り
、
共
和
国
人
口
の
民
族
的
構
成
と
そ
の
共
和
国
の
党
員
の
民
族
構
成
と
は

必
ず
し
も
照
応
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
一
九
六
五
年
当
時
の
民
族
党
組
織
率
で
い
え
ば
、
ウ
ズ
ベ
ク
人
の
民
族
党
組
織
率
が
五
・
三
パ
ー
セ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

ト
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
の
民
族
党
組
織
率
は
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
ロ
シ
ア
人
の
民
族
党
組
織
率
は
九
・
○
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
つ
た
。
し
か
も
、
こ

の
民
族
党
組
織
率
と
は
、
郷
土
に
あ
る
民
族
と
他
郷
に
あ
る
そ
の
同
族
を
合
せ
た
民
族
全
体
の
党
組
織
率
で
あ
つ
て
、
郷
土
に
あ
る
民
族
の
党
組

織
率
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
共
和
国
別
の
州
党
第
一
書
記
の
民
族
構
成
か
ら
指
摘
し
得
る
こ
と
は
、
共
和
国
と
同
名
の
民
族
が

尊
重
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
カ
ザ
フ
ば
か
り
で
な
く
白
・
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
も
少
な
か
ら
ぬ
数
の
ロ
シ
ア
人
党

第
一
書
記
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
、
し
か
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
白
β
シ
ア
の
ロ
シ
ア
人
党
第
一
書
記
の
実
数
と
員
数
の
開
き
が
ロ
シ
ア
の
ロ
シ
ア
人

党
第
一
書
記
の
実
数
と
員
数
と
の
開
き
に
く
ら
べ
る
と
相
対
的
に
小
さ
い
と
い
う
こ
と
（
別
言
す
る
と
ウ
ク
ラ
ィ
ナ
や
白
p
シ
ア
の
・
シ
ア
人
党
第
一
書

記
の
実
数
と
員
数
の
開
き
は
そ
の
共
和
国
を
郷
土
と
し
て
い
る
民
族
に
属
す
る
党
第
一
書
記
の
実
数
と
員
数
の
開
き
と
相
対
的
に
ほ
ぽ
同
程
度
か
そ
れ
よ
り
も
小
さ
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い
と
い
う
こ
と
）
で
あ
る
。
で
は
、
実
数
と
員
数
の
開
き
の
大
小
と
は
具
体
的
に
は
な
に
を
意
昧
し
て
い
る
の
か
。

　
既
述
し
た
よ
う
に
、
本
章
で
い
う
党
第
一
書
記
の
員
数
と
は
、
一
九
六
一
年
の
一
〇
月
か
ら
一
九
七
一
年
の
三
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
党
大

会
を
在
任
中
に
迎
え
た
党
第
一
書
記
の
総
数
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
問
に
党
大
会
は
三
度
開
催
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
通
常
、

各
州
の
党
第
一
書
記
の
員
数
は
三
名
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
党
第
一
書
記
の
実
数
と
は
、
在
任
中
に
党
大
会
を
迎
え
た
党
第
一
書
記
の
実

際
の
数
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
同
一
の
人
物
が
党
第
一
書
記
と
し
て
在
任
中
に
二
度
あ
る
い
は
三
度
の
党
大
会
を
迎
え
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
州

の
党
第
一
書
記
の
実
数
は
員
数
を
下
廻
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
共
和
国
全
体
の
州
党
第
一
書
記
の
実
数
が
員
数
を
上
廻
る
と
い
う
こ
と
は
絶
対
に

な
い
。
す
な
わ
ち
、
党
第
一
書
記
の
実
数
は
、
一
九
七
一
年
の
三
月
に
至
る
ま
で
の
過
去
一
〇
年
間
に
、
そ
れ
（
た
だ
し
、
州
別
で
見
る
場
合
に
は
実

数
一
は
ゼ
ロ
を
意
味
す
る
。
共
和
国
別
で
は
、
ロ
シ
ア
の
場
合
は
そ
の
実
数
か
ら
一
九
を
除
い
た
数
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
場
合
は
そ
の
実
数
か
ら
二
を
除
い
た
数
、
カ

ザ
フ
の
場
合
は
そ
の
実
数
か
ら
一
を
除
い
た
数
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ロ
シ
ア
で
は
・
シ
ア
人
党
第
一
書
記
一
五
名
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
党
第
一
書
記
四
名
が
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
で
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
党
第
一
書
記
二
名
が
、
ま
た
カ
ザ
フ
で
は
・
シ
ア
人
党
第
一
書
記
一
名
が
そ
れ
ぞ
れ
在
任
中
に
三
度
の
党
大
会
を
迎
え
て
い
る
か
ら

で
あ
る
）
と
同
回
数
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
回
数
で
党
第
一
書
記
が
交
替
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
た
が
つ
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
白
ロ
シ
ア
の
ロ
シ
ア
人
党
第
一
書
記
の
実
数
と
員
数
の
開
き
が
、
相
対
的
に
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人

党
第
一
書
記
や
白
・
シ
ア
の
白
・
シ
ア
人
党
第
一
書
記
の
そ
れ
と
ほ
ぽ
同
程
度
か
あ
る
い
は
小
さ
い
と
い
う
こ
と
、
無
論
p
シ
ア
の
ワ
シ
ア
人
党

第
一
書
記
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
小
さ
い
と
い
う
こ
と
は
、
彼
等
の
党
第
一
書
記
と
し
て
の
平
均
的
な
在
任
期
間
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ウ
ク
ラ

イ
ナ
人
党
第
一
書
記
、
白
・
シ
ア
の
白
・
シ
ア
人
党
第
一
書
記
、
も
ち
ろ
ん
・
シ
ア
の
・
シ
ア
人
党
第
一
書
記
の
平
均
的
な
在
任
期
間
よ
り
も
短

い
と
い
う
こ
と
を
物
語
つ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
党
第
一
書
記
と
し
て
の
平
均
的
な
在
任
期
間
に
つ
い
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ロ
シ
ア
人
党
第
一
書
記
は
同
僚
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
党
第

一
書
記
よ
り
も
、
ま
た
白
・
シ
ア
の
・
シ
ア
人
党
第
一
書
記
は
同
僚
の
白
・
シ
ア
人
党
第
一
書
記
よ
り
も
長
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、



ウ
ク
ラ
イ
ナ
も
白
ロ
シ
ア
も
冒
シ
ア
人
に
と
つ
て
は
本
来
は
他
郷
の
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
共
和
国
の
ロ
シ
ア
人
党
第
一
書
記
は
こ
と
に

よ
る
と
余
所
者
つ
ま
り
党
中
央
1
・
シ
ア
か
ら
の
出
向
者
で
は
な
か
ろ
う
か
と
も
予
想
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
予
想
は
、
・
シ
ア
人
党
第

一
書
記
の
経
歴
な
い
し
は
党
歴
を
追
つ
て
み
る
と
ま
つ
た
く
覆
え
さ
れ
る
。
彼
等
の
経
歴
が
す
べ
て
明
ら
か
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
の
ロ
シ
ア
人
党
第
一
書
記
七
名
の
う
ち
学
歴
不
明
の
一
名
を
除
く
六
名
に
つ
い
て
見
る
と
、
こ
の
共
和
国
内
で
高
等
専
門
学
校
教
育
を
終
え

た
者
が
四
名
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
党
中
央
委
員
会
付
属
高
等
党
学
校
の
終
了
者
が
一
名
、
モ
ス
ク
ワ
で
高
等
専
門
教
育
を
受
け
た
者
は
一
名
で
あ
る
。

ま
た
白
・
シ
ア
の
・
シ
ア
人
党
第
一
書
記
四
名
の
う
ち
二
名
が
こ
の
共
和
国
で
高
等
専
門
教
育
を
受
け
て
お
り
、
残
り
の
二
名
は
連
邦
党
中
央
委

員
付
属
高
等
党
学
校
の
終
了
者
で
あ
る
。
し
か
も
ま
た
、
彼
等
の
党
歴
も
例
外
な
く
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か
白
・
シ
ア
で
は
じ
ま
つ
て
お
り
、
党
第
一
書

記
就
任
前
に
そ
の
共
和
国
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
党
活
動
に
従
事
し
て
い
た
者
は
見
当
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
白
ロ
シ
ア
の
ワ
シ
ア

人
党
第
一
書
記
は
、
そ
の
所
属
民
族
を
別
に
し
て
い
え
ば
、
そ
の
共
和
国
党
の
い
わ
ば
生
え
技
ぎ
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

他
の
共
和
国
の
党
組
織
で
指
導
者
で
あ
つ
た
前
歴
を
も
つ
者
は
、
む
し
ろ
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
党
第
一
書
記
や
白
・
シ
ア
人
党
第
一
書
記
の
な
か
に
見

受
け
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
カ
ザ
フ
人
党
第
一
書
記
よ
り
も
平
均
的
に
は
在
任
期
間
の
幾
分
長
い
カ
ザ
フ
の
・
シ
ア
人
党
第
一
書
記
と
・
シ
ア
の
・
シ
ア
人
党

第
一
書
記
の
経
歴
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
カ
ザ
フ
で
あ
る
が
、
こ
の
共
和
国
の
・
シ
ア
人
党
第
一
書
記
一

三
名
の
う
ち
九
名
が
ロ
シ
ア
で
高
等
専
門
教
育
を
受
け
て
お
り
（
九
名
の
う
ち
六
名
は
連
邦
党
中
央
委
員
会
付
属
高
等
党
学
校
の
終
了
者
で
も
あ
る
）
、
二

名
が
連
邦
党
中
央
委
員
会
付
属
高
等
党
学
校
の
終
了
者
、
一
名
が
ア
ル
マ
ー
ア
タ
の
獣
医
専
門
学
校
の
卒
業
者
、
ま
た
一
名
が
ア
ル
マ
ー
ア
タ
の
（
お

そ
ら
く
は
、
カ
ザ
フ
党
中
央
委
員
会
付
属
の
）
高
等
党
学
校
の
終
了
者
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
学
歴
に
つ
い
て
も
カ
ザ
フ
人
の
同
僚
（
ヵ
ザ
フ
人
党
第
一

書
記
一
五
名
の
う
ち
高
等
専
門
数
育
を
カ
ザ
フ
で
受
け
た
老
が
七
名
、
ロ
シ
ア
で
受
け
た
者
が
三
名
、
キ
ル
ギ
ス
で
受
け
た
者
が
二
名
、
連
邦
党
中
央
委
員
会
付

属
高
等
党
学
校
の
終
了
者
が
三
名
で
あ
る
）
と
は
異
な
つ
た
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
党
歴
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
つ
て
、
ロ
シ
ア
人
党
第
一
書
記
一
三
名
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の
う
ち
の
八
名
が
、
カ
ザ
フ
以
外
の
共
和
国
の
州
党
委
員
会
の
書
記
ま
た
は
第
二
書
記
も
し
く
は
第
一
書
記
を
経
て
、
あ
る
い
は
連
邦
党
中
央
委

員
会
の
所
属
機
関
で
の
勤
務
を
経
て
こ
の
共
和
国
の
州
党
第
一
書
記
に
就
任
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
公
表
さ
れ
た
経
歴
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り

に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
カ
ザ
フ
の
ロ
シ
ア
人
党
第
一
書
記
に
は
、
こ
の
共
和
国
で
州
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
執
行
委
員
会
議
長
の
ポ
ス
ト
に
就
い
た
老
は

見
当
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
カ
ザ
フ
人
党
第
一
書
記
一
五
名
の
う
ち
七
名
が
州
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
執
行
委
員
会
議
長
を
経
て
党
第
一
書
記
に
就
任
し
て
い

る
。
同
じ
よ
う
な
コ
ー
ス
を
た
ど
つ
て
い
る
党
第
一
書
記
を
共
和
国
別
に
見
る
と
、
ウ
ズ
ベ
ク
で
は
九
名
の
ウ
ズ
ベ
ク
人
党
第
一
書
記
が
、
白
ロ

シ
ア
で
は
五
名
の
白
ロ
シ
ア
人
党
第
一
書
記
が
、
ま
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
九
名
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
党
第
一
書
記
が
数
え
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

白
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
、
同
じ
よ
う
な
経
歴
の
持
ち
主
が
ロ
シ
ア
人
党
第
一
書
記
の
な
か
に
も
若
干
名
見
出
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

　
さ
て
、
ロ
シ
ア
の
β
シ
ア
人
党
第
一
書
記
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
彼
等
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
こ
の
共
和
国
で
高
等
専
門
教
育
を
受
け
、
ま
た

党
指
導
者
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
る
。
ま
さ
に
予
想
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、

ロ
シ
ア
の
ロ
シ
ア
人
党
第
一
書
記
七
六
名
の
う
ち
の
四
七
名
の
党
歴
に
は
州
党
第
二
書
記
と
い
う
前
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
こ
の
四

七
名
の
う
ち
の
六
名
は
ロ
シ
ア
以
外
の
共
和
国
の
州
（
ブ
レ
ス
ト
、
タ
シ
ケ
ン
ト
、
カ
ラ
ガ
ン
ダ
）
あ
る
い
は
自
治
共
和
国
（
タ
タ
ー
ル
、
バ
シ
キ
ル
、
北

オ
セ
チ
ン
）
で
州
党
第
二
書
記
を
務
め
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
党
第
一
書
記
、
白
・
シ
ア
の

白
ロ
シ
ア
人
党
第
一
書
記
、
ウ
ズ
ベ
ク
の
ウ
ズ
ベ
ク
人
党
第
一
書
記
、
カ
ザ
フ
の
カ
ザ
フ
人
党
第
一
書
記
の
な
か
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
和
国
内

で
州
党
第
二
書
記
を
務
め
た
こ
と
の
あ
る
者
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
比
率
は
・
シ
ア
の
官
シ
ア
人
党
第
一
書
記
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か

に
低
い
（
こ
の
よ
う
な
党
歴
の
持
ち
主
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
党
第
一
書
記
で
は
ニ
ハ
名
、
白
・
シ
ア
の
白
・
シ
ア
人
党
第
一
書
記
で
は
一
名
、
ウ

ズ
ベ
ク
の
ウ
ズ
ベ
ク
人
党
第
一
書
記
で
は
一
名
、
ヵ
ザ
フ
の
カ
ザ
フ
人
党
第
一
書
記
で
は
五
名
で
あ
る
）
。
し
か
も
、
彼
等
の
な
か
に
は
、
自
己
の
所
属
す
る

民
族
と
同
名
で
は
な
い
共
和
国
や
自
治
共
和
国
に
お
い
て
州
党
第
二
書
記
を
務
め
た
老
は
一
人
も
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ロ
シ
ア
以
外
の
共
和
国



に
お
い
て
は
、
ロ
シ
ア
人
州
党
第
二
書
記
の
州
党
第
二
書
記
全
員
の
な
か
で
占
め
る
比
率
は
相
当
高
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
州
党
第
二

書
記
の
人
選
に
当
つ
て
は
、
そ
の
州
の
お
か
れ
て
い
る
共
和
国
と
同
名
の
民
族
に
対
し
て
、
州
党
第
一
書
記
の
場
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
丁
重
な

敬
意
は
沸
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
州
党
第
一
書
記
の
所
属
民
族
の
整
理
に
よ
つ
て
明
ら
か
と
な
つ
た
こ
と
は
、
州
党
第
一
書
記
の
詮
衡
条
件
の
一
つ
に
、
そ
の
州
の

置
か
れ
て
い
る
共
和
国
と
同
名
の
民
族
優
先
と
い
う
条
件
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
（
州
党
第
二
書
記
の
場
合
に
は
、
こ
の
条
件
は
そ
れ
ほ
ど
重

要
視
さ
れ
て
い
な
い
）
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
白
ロ
シ
ア
で
は
ロ
シ
ア
人
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
州
党
第
一
書
記
の
所
属
民
族
上
の
相
違
は
必
ず
し
も
党

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）

歴
上
の
相
違
と
結
び
つ
い
て
は
い
な
い
が
、
カ
ザ
フ
で
は
所
属
民
族
上
の
相
違
は
党
歴
上
の
相
違
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
三
章
　
連
邦
構
成
共
和
国
お
よ
び
自
治
共
和
国
の
党
第
一
書
記
の
所
属
民
族

　
連
邦
を
構
成
す
る
一
五
の
共
和
国
の
う
ち
ロ
シ
ア
共
和
国
を
除
く
他
の
一
四
の
共
和
国
に
は
、
繰
り
返
し
指
摘
し
た
よ
う
に
共
和
国
単
位
の
党

組
織
が
、
し
た
が
つ
て
ま
た
共
和
国
党
中
央
委
員
会
第
一
書
記
が
存
在
す
る
。
本
章
で
は
、
ま
ず
彼
等
の
所
属
民
族
を
整
理
し
て
み
た
い
。
第
二
二

回
党
大
会
か
ら
第
二
四
回
党
大
会
に
至
る
ま
で
の
一
〇
年
間
に
共
和
国
党
の
第
一
書
記
で
あ
つ
た
者
の
総
計
は
二
二
名
、
こ
れ
を
民
族
別
に
分
け

る
と
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
、
白
ロ
シ
ア
人
、
カ
ザ
フ
人
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
人
、
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
人
、
ト
ゥ
ル
ク
メ
ン
人
が
そ
れ
ぞ
れ
二
名
ず
つ
、

ウ
ズ
ベ
ク
人
、
グ
ル
ジ
ァ
人
、
リ
ト
ワ
ニ
ア
人
、
モ
ル
ダ
ヴ
ィ
ア
人
、
キ
ル
ギ
ス
人
、
タ
ジ
ク
人
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
、
エ
ス
ト
ニ
ァ
人
、
が
そ
れ

ぞ
れ
一
名
ず
つ
で
あ
つ
て
、
所
属
民
族
不
明
が
二
名
（
そ
の
一
名
は
カ
ザ
フ
人
、
他
の
一
名
は
ア
ル
メ
ニ
ア
人
と
思
わ
れ
る
）
で
あ
る
。
数
は
わ
ず
か
二

二
名
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
が
一
四
の
共
和
国
民
族
に
わ
た
つ
て
い
る
こ
と
は
共
和
国
と
同
名
の
民
族
に
属
す
る
者
が
そ
の
共
和
国
の
党
第
一
書

記
と
な
つ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
冒
シ
ア
人
の
党
第
一
書
記
は
一
人
も
見
当
ら
な
い
。

　
　
　
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族
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（
一
〇
六
一
）



　
　
　
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
（
一
〇
六
二
）

　
と
こ
ろ
で
、
州
（
あ
る
い
は
地
方
）
の
党
第
一
書
記
の
場
合
、
そ
の
人
選
に
当
つ
て
は
州
（
あ
る
い
は
地
方
）
の
置
か
れ
て
い
る
共
和
国
と
同
名
の

民
族
に
対
し
て
敬
意
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
共
和
国
民
族
に
属
す
る
党
第
一
書
記
に
は
か
つ
て
州
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
執
行
委
員
会
議
長
で
あ
つ

た
者
が
少
な
く
な
い
こ
と
す
な
わ
ち
州
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
執
行
委
員
会
議
長
の
人
選
に
当
つ
て
も
そ
の
州
の
置
か
れ
て
い
る
共
和
国
と
同
名
の
民
族
に

対
し
て
敬
意
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
す
で
に
指
摘
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
を
共
和
国
に
移
し
て
い
え
ば
、
共
和
国
閣
僚
会
議
議
長
も
、

共
和
国
の
党
第
一
書
記
と
同
じ
ょ
う
に
、
そ
の
共
和
国
と
同
名
の
民
族
に
属
す
る
者
（
党
員
）
に
ょ
つ
て
占
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

果
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
共
和
国
閣
僚
会
議
議
長
ー
首
相
に
つ
い
て
見
る
と
、
第
二
二
回
党
大
会
か
ら
第
二
四
回
党
大
会
に
至
る
ま
で

の
一
〇
年
問
に
首
相
で
あ
つ
た
者
三
〇
名
の
所
属
民
族
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
三
名
、
白
β
シ
ア
人
一
名
、
カ
ザ
フ
人
四
名
、
グ
ル
ジ
ァ
人
一
名
、

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
人
二
名
、
リ
ト
ワ
ニ
ァ
人
二
名
、
モ
ル
ダ
ヴ
ィ
ア
人
二
名
、
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
人
二
名
、
キ
ル
ギ
ス
人
二
名
、
タ
ジ
ク
人
一
名
、

ア
ル
メ
ニ
ア
人
二
名
、
ト
ゥ
ル
ク
メ
ン
人
二
名
、
エ
ス
ト
ニ
ア
人
一
名
、
ロ
シ
ア
人
一
名
（
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
共
和
国
の
現
首
相
δ
．
訟
．
ル
ゥ
ベ
ン
）
、
所
属

民
族
不
明
三
名
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
共
和
国
最
高
会
議
幹
部
会
議
長
に
つ
い
て
見
る
と
、
前
記
の
一
〇
年
間
に
幹
部
会
議
長
で
あ
つ
た
者
二
七
名

の
所
属
民
族
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
二
名
、
白
・
シ
ア
人
二
名
、
ウ
ズ
ベ
ク
人
二
名
、
カ
ザ
フ
人
二
名
、
グ
ル
ジ
ア
人
一
名
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ソ
人

二
名
、
リ
ト
ワ
ニ
ア
人
二
名
、
モ
ル
ダ
ヴ
ィ
ア
人
二
名
、
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
人
二
名
、
キ
ル
ギ
ス
人
一
名
、
タ
ジ
ク
人
二
名
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
二
名
、
ト

ゥ
ル
ク
メ
ン
人
一
名
、
エ
ス
ト
ニ
ア
人
二
名
、
所
属
民
族
不
明
二
名
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
ゥ
ベ
ン
・
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
共
和
国
現
首
相
を
除
い
て

い
え
ば
、
例
外
な
く
、
共
和
国
と
同
名
の
民
族
を
自
己
の
所
属
民
族
と
す
る
党
員
が
当
該
共
和
国
の
首
相
に
あ
る
い
は
ま
た
最
高
会
議
幹
部
会
議

長
に
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
所
属
民
族
か
ら
見
た
こ
の
人
選
の
。
ハ
タ
ー
ン
は
共
和
国
党
第
一
書
記
の
そ
れ
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
し
か
も
、
ま

た
共
和
国
党
第
一
書
記
、
共
和
国
首
相
、
共
和
国
最
高
会
議
幹
部
会
議
長
と
い
う
共
和
国
の
政
治
を
支
え
る
三
本
の
柱
に
共
通
し
た
点
は
、
い
ず

れ
も
そ
の
共
和
国
と
同
名
の
民
族
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
；
し
た
が
つ
て
三
者
は
同
一
の
民
族
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
は
な

い
。
い
ず
れ
も
、
郷
土
と
し
て
い
る
共
和
国
内
で
党
員
と
し
て
生
長
し
、
党
指
導
者
と
し
て
頭
角
を
現
わ
し
、
党
第
一
書
記
、
あ
る
い
は
首
相
、
あ



る
い
は
幹
部
会
議
長
の
地
位
を
得
て
い
る
。
彼
等
は
、
い
ず
れ
の
共
和
国
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
い
わ
ば
生
え
抜
き
の
党
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
。

州
党
第
一
書
記
の
所
属
民
族
を
整
理
し
た
際
に
は
、
州
の
置
か
れ
て
い
る
共
和
国
と
同
名
の
民
族
に
属
し
て
い
る
か
そ
れ
と
も
ロ
シ
ア
人
で
あ
る

か
と
い
つ
た
州
党
第
一
書
記
の
所
属
民
族
上
の
相
違
が
、
特
に
カ
ザ
フ
で
は
、
党
歴
上
の
相
違
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
こ
う
し
た
問

題
は
共
和
国
の
党
第
一
書
記
の
場
合
に
は
、
ロ
シ
ア
人
党
第
一
書
記
が
一
人
も
い
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
共
和

国
の
党
第
一
書
記
と
党
第
二
書
記
と
の
問
で
は
、
あ
る
い
は
党
第
二
書
記
の
問
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
規
約
に
よ
る
と
、
共
和
国
党
中
央
委
員
会
は
ビ
ュ
ロ
ー
（
ウ
ク
ラ
イ
ナ
党
で
は
こ
の
ビ
ュ
・
1
を
政
冶
局
と
い
う
）
を
、
中
央
委
員
会
書
記
（
以
下
、

党
書
記
と
略
称
す
る
）
を
含
め
て
選
出
し
、
か
く
選
出
さ
れ
た
党
書
記
が
中
央
委
員
会
書
記
局
を
構
成
す
る
。
か
つ
て
は
、
規
約
に
よ
つ
て
ビ
ュ
冒

1
の
定
員
（
党
書
記
は
ビ
ュ
p
I
の
な
か
に
含
ま
れ
る
）
は
一
一
名
（
三
名
の
党
書
記
を
含
む
）
と
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
こ
う
し
た
規
定
は

規
約
に
は
な
い
。
個
々
の
ビ
ュ
ロ
ー
と
書
記
局
に
つ
い
て
当
つ
て
み
る
と
、
ビ
ュ
ロ
ー
は
委
員
候
補
を
加
え
る
と
一
六
名
か
ら
二
一
名
の
範
囲
内

で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
書
記
局
つ
ま
り
書
記
局
員
は
五
名
な
い
し
は
六
名
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
共
和
国
の
党
第
一
書
記
と
は
こ
の
書
記
局
の
統
轄

者
で
あ
り
書
記
局
員
名
簿
の
筆
頭
者
で
あ
つ
て
、
彼
の
次
に
は
、
党
組
織
を
担
当
す
る
第
二
書
記
が
置
か
れ
て
い
る
。
共
和
国
の
党
第
一
書
記
は

い
ず
れ
も
そ
の
共
和
国
と
同
名
の
民
族
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
共
和
国
の
党
第
二
書
記
の
所
属
民
族
も
ま
た

そ
の
共
和
国
の
同
名
の
民
族
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
二
回
党
大
会
か
ら
第
二
四
回
党
大
会
に
至
る
ま
で
の
一
〇
年
間
に
党
第

二
書
記
で
あ
つ
た
者
四
三
名
の
所
属
民
族
は
、
・
シ
ア
人
一
六
名
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
二
名
、
白
・
シ
ア
人
四
名
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
二
名
、
エ
ス

ト
ニ
ア
人
二
名
、
所
属
民
族
不
明
九
名
（
そ
の
う
ち
の
二
名
は
経
歴
も
不
明
）
で
あ
る
。
ま
ず
、
・
シ
ア
人
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
が
比
較
的
多
い
こ
と
に

注
目
さ
れ
よ
う
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
の
一
一
名
の
う
ち
の
六
名
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
党
第
二
書
記
で
あ
る
。
ま
た
、
白
ロ
シ
ア
人
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
、
エ

ス
ト
ニ
ア
人
の
党
第
二
書
記
は
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
民
族
と
同
名
の
共
和
国
の
党
第
二
書
記
で
あ
る
。
党
第
二
書
記
が
そ
の
共
和
国
と
同

名
の
民
族
に
属
す
る
党
書
記
に
よ
つ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
共
和
国
党
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
白
・
シ
ア
、
ア
ル
メ
ニ
ア
の
三
共
和
国
党
の
み
（
エ
ス
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ト
ニ
ア
党
の
第
二
書
記
三
名
の
う
ち
二
名
は
エ
ス
ト
ニ
ァ
人
で
あ
る
が
、
残
り
の
一
名
は
所
属
民
族
不
明
）
で
あ
つ
て
、
他
の
共
和
国
党
の
第
二
書
記
に
は
主

と
し
て
、
・
シ
ア
人
ー
時
に
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
ー
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
一
人
の
・
シ
ア
人
も
見
当
ら
な
い
党
第
一
書
記
と
は
ま
さ
に
対
照

的
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
対
照
的
な
の
は
所
属
民
族
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
い
。
経
歴
特
に
党
歴
の
上
で
も
ま
た
著
し
く
対
照
的
で
あ
る
。
ま

ず
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
白
ロ
シ
ア
、
ア
ル
メ
ニ
ア
の
党
第
二
書
記
つ
ま
り
当
該
共
和
国
と
同
名
の
民
族
に
属
す
る
党
第
二
書
記
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

彼
等
は
い
ず
れ
も
、
そ
の
共
和
国
の
党
組
織
内
で
昇
進
を
つ
づ
け
て
党
第
二
書
記
の
座
に
お
さ
ま
つ
て
お
り
（
中
途
で
、
連
邦
党
中
央
委
員
会
の
所

属
機
関
に
勤
務
し
た
こ
と
の
あ
る
者
は
ア
ル
メ
ニ
ア
人
党
第
二
書
記
一
名
と
エ
ス
ト
ニ
ア
人
党
第
二
書
記
二
名
の
み
で
あ
る
）
、
し
た
が
つ
て
党
歴
の
上
で
も
ま

た
所
属
民
族
の
上
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
上
司
で
あ
る
党
第
一
書
記
と
ま
つ
た
く
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

p
シ
ア
人
一
六
名
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
五
名
、
そ
れ
に
、
所
属
民
族
は
不
明
で
あ
る
が
経
歴
の
明
ら
か
な
八
名
を
加
え
た
二
九
名
の
党
第
二
書
記
の

ほ
と
ん
ど
が
、
共
和
国
党
第
二
書
記
と
し
て
外
か
ら
そ
の
共
和
国
に
送
り
こ
ま
れ
た
者
で
あ
る
（
い
わ
ば
例
外
的
な
ケ
ー
ス
は
、
オ
シ
州
党
第
二
書
記
か

ら
キ
ル
ギ
ス
党
書
記
を
経
て
就
任
し
た
ロ
シ
ア
人
第
二
書
記
A
・
n
・
チ
ゥ
バ
・
フ
と
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
党
中
央
委
員
会
の
所
属
機
関
に
勤
務
し
た
後
に
モ
ル
ダ
ヴ
ィ

ア
の
第
一
副
首
相
を
経
て
就
任
し
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
党
第
二
書
記
R
・
A
・
シ
チ
ェ
・
コ
フ
で
あ
る
）
。
し
か
も
、
こ
の
二
九
名
の
う
ち
の
一
六
名
（
・
シ
ア
人

が
一
〇
名
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
が
三
名
、
所
属
民
族
不
明
が
三
名
）
は
連
邦
党
中
央
委
員
会
の
所
属
機
関
か
ら
直
接
送
り
こ
ま
れ
た
出
向
者
で
あ
る
。
彼
等

が
、
党
歴
の
点
で
も
、
州
、
特
に
ウ
ズ
ベ
ク
や
カ
ザ
フ
の
州
の
同
族
の
党
第
一
書
記
と
似
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　
自
治
共
和
国
は
党
組
織
の
上
で
は
州
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
名
の
示
す
よ
う
に
国
家
形
態
を
備
え
た
単
位
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
党
第
一
書
記
お
よ
び
党
第
二
書
記
の
人
選
に
つ
い
て
は
共
和
国
党
の
場
合
と
同
じ
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
が
予
想
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
自
治
共
和

国
の
党
第
一
書
記
特
に
党
第
二
書
記
に
つ
い
て
は
資
料
的
に
ま
つ
た
く
め
ぐ
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、
ま
ず
党
第
一
書
記
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
州
党

第
一
書
記
を
扱
つ
た
時
と
同
じ
よ
う
に
、
実
数
と
員
数
を
数
え
た
上
で
彼
等
の
所
属
民
族
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
一
九
六
一
年
の
一
〇
月
か
ら
一

九
七
一
年
の
三
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
開
催
さ
れ
た
三
度
の
党
大
会
を
在
任
中
に
迎
え
た
自
治
共
和
国
の
党
第
一
書
記
の
実
数
は
三
四
名
、
員
数



で
は
六
〇
名
で
あ
る
（
連
邦
党
大
会
代
議
員
を
直
接
選
出
し
て
い
な
い
三
自
治
共
和
国
を
含
む
）
。
し
た
が
つ
て
、
自
治
共
和
国
の
党
第
一
書
記
の
在
任
期

間
は
平
均
的
に
は
長
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
任
期
か
一
〇
年
を
こ
え
る
党
第
一
書
記
が
現
に
六
名
も
い
る
。
つ
ぎ
に
三
四
名
の
所
属
民
族

を
整
理
し
て
み
る
と
、
ロ
シ
ア
人
が
八
名
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
人
（
ナ
ヒ
チ
ェ
ヴ
ァ
ソ
州
）
、
ア
ブ
ハ
ズ
人
（
ア
ブ
ハ
ジ
ャ
州
）
、
パ
シ
キ
ル
人

（
バ
シ
キ
ル
州
）
が
各
二
名
、
ウ
ズ
ベ
ク
人
（
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
州
）
、
グ
ル
ジ
ア
人
（
ア
ジ
ャ
ー
ル
州
）
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
（
ブ
リ
ヤ
ー
ト
州
）
、
ア
ヴ
ァ
ー

ル
人
（
ダ
ゲ
ス
タ
ン
州
）
、
ダ
ル
ギ
ン
人
（
ダ
ゲ
ス
タ
ン
州
）
、
カ
バ
ル
デ
ィ
ソ
人
（
カ
バ
ル
デ
ィ
ソ
州
）
、
カ
ル
ム
ィ
ク
人
（
カ
ル
ム
ィ
ク
州
）
、
カ
レ
リ

ア
人
（
カ
レ
リ
ア
州
）
、
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
人
（
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
州
）
、
コ
ミ
人
（
コ
、
・
・
州
）
、
オ
セ
チ
ン
人
（
北
オ
セ
チ
ン
州
）
、
タ
タ
ー
ル
人
（
タ
タ
ー
ル

州
）
、
ト
ゥ
ー
ヴ
ァ
人
（
ト
ゥ
ー
ヴ
ァ
州
）
、
チ
ュ
ヴ
ァ
シ
人
（
チ
ュ
ヴ
ァ
シ
州
）
、
ヤ
ク
ー
ト
人
（
ヤ
ク
ー
ト
州
）
が
各
一
名
、
所
属
民
族
不
明
が
五
名

で
あ
る
。
β
シ
ア
人
党
第
一
書
記
は
、
マ
リ
州
の
三
名
、
ウ
ド
ム
ル
ト
州
の
二
名
（
員
数
で
は
三
名
）
、
モ
ル
ド
ワ
州
の
一
名
（
員
数
で
は
二
名
）
、

チ
ェ
チ
ェ
ン
ー
イ
ン
グ
ー
シ
州
の
一
名
（
員
数
で
は
二
名
）
、
チ
ュ
ヴ
ァ
シ
州
の
一
名
（
員
数
で
も
一
名
）
の
合
計
八
名
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
自

治
共
和
国
の
場
合
に
は
党
第
一
書
記
の
所
属
民
族
が
そ
の
自
治
共
和
国
を
郷
土
と
し
て
い
る
民
族
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
点

で
は
、
共
和
国
党
第
一
書
記
の
場
合
と
は
明
ら
か
に
異
つ
て
い
る
。
し
か
し
、
自
治
共
和
国
と
同
名
（
民
族
の
名
を
国
名
と
L
て
な
い
も
の
も
あ
る
）

の
民
族
に
属
す
る
党
第
一
書
記
は
い
ず
れ
も
生
え
抜
き
の
党
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
こ
と
（
自
治
共
和
国
外
の
党
組
織
の
指
導
者
で
あ
つ
た
こ
と
の
あ
る
老

は
ウ
ズ
ベ
ク
人
一
名
と
カ
レ
リ
ア
人
一
名
に
す
ぎ
な
い
）
、
彼
等
の
多
く
（
一
七
名
）
は
州
党
第
二
書
記
と
い
う
前
歴
を
も
つ
て
い
な
い
こ
と
、
こ
う
し

た
前
歴
を
そ
な
え
て
い
る
者
二
一
名
の
う
ち
七
名
が
・
シ
ア
人
党
第
一
書
記
で
あ
る
こ
と
と
い
つ
た
点
で
は
、
ロ
シ
ア
以
外
の
共
和
国
の
州
特
に

カ
ザ
フ
の
州
の
場
合
と
よ
く
似
て
い
る
。
で
は
、
党
第
二
書
記
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
所
属
民
族
と
経
歴
の
明
ら
か
な
者
は
わ
ず
か
五
名
（
員
数

で
は
六
名
）
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
五
名
は
い
ず
れ
も
タ
タ
ー
ル
か
パ
シ
キ
ル
の
党
第
二
書
記
で
あ
り
、
ま
た
ロ
シ
ア
人
で
あ
る
。
彼
等
の

党
歴
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　
　
ウ
ラ
エ
フ
（
コ
①
ゼ
弱
8
自
器
窪
謁
気
冨
畠
）
　
　
一
九
一
〇
年
生
れ
、
ロ
シ
ア
人
、
一
九
三
九
年
入
党
、
連
邦
党
中
央
委
員
会
付
属
高
等
党
学
校
卒
。
一

　
　
　
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
（
一
〇
六
五
）



　
　
　
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
（
一
〇
六
六
）

　
九
三
三
年
よ
り
農
業
技
師
、
M
T
C
所
長
。
一
九
四
二
年
よ
り
区
党
委
員
会
書
記
、
州
党
委
員
会
所
属
機
関
の
部
長
。
一
九
四
九
年
よ
り
連
邦
党
中
央
委
員
会

　
　
の
農
業
部
指
導
員
、
農
業
部
課
長
代
理
。
一
九
五
六
年
よ
り
、
タ
タ
ー
ル
州
、
バ
シ
キ
ル
州
の
党
委
員
会
第
二
書
記
。
一
九
六
三
年
よ
り
マ
リ
州
党
委
員
会
第

　
　
一
書
記
。

　
　
ボ
ロ
ジ
ン
（
』
8
奎
h
＞
莞
蓉
壁
岩
o
寄
』
団
ε
葺
臣
）
　
　
一
九
壬
二
年
生
れ
、
ロ
シ
ア
人
、
一
九
四
八
年
入
党
、
ヴ
ォ
ル
ゴ
グ
ラ
ー
ド
農
業
専
門
学
校

　
卒
。
一
九
四
九
年
よ
リ
マ
チ
ェ
シ
ア
ン
区
農
業
部
獣
医
、
マ
チ
ェ
シ
ア
ン
区
党
委
員
会
の
所
属
機
関
の
部
長
、
ヴ
ォ
ル
ゴ
グ
ラ
ー
ド
州
党
委
員
会
所
属
機
関
の

　
指
導
員
、
副
部
長
、
ノ
ヴ
ォ
ア
ン
ニ
ソ
区
党
委
員
会
第
一
書
記
。
一
九
五
九
年
よ
り
チ
ュ
ヴ
ァ
シ
州
党
委
員
会
書
記
。
一
九
六
二
年
よ
り
連
邦
党
中
央
委
員
会

　
　
ロ
シ
ア
共
和
国
農
業
局
監
督
官
。
一
九
六
三
年
よ
り
バ
シ
キ
ル
州
党
員
会
第
二
書
記
。

　
　
ヴ
ェ
セ
ロ
フ
（
O
窪
窪
三
＝
×
帥
警
8
蚤
国
R
雪
8
）
　
　
一
九
一
九
年
生
れ
、
ロ
シ
ア
人
、
一
九
四
七
年
入
党
、
全
連
邦
農
業
専
門
学
校
（
通
信
過
径
）

　
卒
。
一
九
四
四
年
か
ら
一
九
五
四
年
に
至
る
ま
で
の
間
コ
ム
ソ
モ
ー
ル
活
動
に
従
事
。
一
九
五
四
年
よ
り
連
邦
党
中
央
委
員
会
所
属
機
関
の
指
導
員
、
ブ
ハ
ラ

　
州
、
タ
シ
ケ
ン
ト
州
の
党
委
員
会
書
記
、
連
邦
党
中
央
委
員
会
中
央
ア
ジ
ア
・
ビ
ュ
ロ
ー
副
議
長
。
一
九
六
七
年
よ
り
バ
シ
キ
ル
州
党
第
二
書
記
。

　
　
　
ニ
コ
ノ
フ
（
切
巽
8
℃
＝
①
も
畠
Σ
工
葵
呈
畠
）
　
　
一
九
二
九
年
生
れ
、
・
シ
ア
人
、
一
九
五
四
年
入
党
、
ア
ゾ
ヴ
ォ
ー
チ
ェ
ル
ノ
モ
ー
ル
農
業
専
門
学

　
校
卒
。
一
九
五
〇
年
よ
り
M
T
C
主
任
農
業
技
師
、
農
業
技
術
学
校
副
校
長
、
M
T
C
所
長
。
一
九
五
八
年
か
ら
一
九
六
一
年
の
間
ク
ラ
ス
ノ
ヤ
ル
地
方
党
委

　
員
会
農
業
部
副
部
長
、
同
部
長
、
連
邦
党
中
央
委
員
会
所
属
機
関
の
指
導
員
。
一
九
六
一
年
よ
リ
タ
タ
ー
ル
州
党
委
員
会
第
二
書
記
。

　
　
パ
ー
ニ
ソ
（
臼
9
ε
＝
器
き
塁
‘
コ
o
。
鵠
臣
）
　
　
一
九
一
八
年
生
れ
、
ロ
シ
ア
人
、
一
九
四
二
年
入
党
、
ク
バ
ソ
農
業
専
門
学
校
卒
。
一
九
四
五
年
よ
り

　
　
ク
ラ
ス
ノ
ダ
ル
地
方
で
M
T
C
農
業
技
師
、
同
先
任
農
業
技
師
、
一
九
五
一
年
よ
り
ク
ラ
ス
ノ
ダ
ル
地
方
の
区
党
委
員
会
書
記
、
同
地
方
党
委
員
会
所
属
機
関

　
　
の
部
門
主
任
、
連
邦
党
中
央
委
員
会
の
所
属
機
関
の
部
門
主
任
。
一
九
六
七
年
よ
リ
タ
タ
！
ル
州
党
員
会
第
二
書
記
。

　
す
な
わ
ち
、
彼
等
と
似
た
党
歴
の
持
ち
主
は
、
州
党
組
織
特
に
カ
ザ
フ
の
州
党
組
織
の
・
シ
ア
人
第
一
書
記
の
な
か
に
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、

他
で
も
な
い
共
和
国
党
の
ロ
シ
ア
人
第
二
書
記
の
な
か
に
数
多
く
見
出
さ
れ
る
。

第
四
章
　
連
邦
構
成
共
和
国
、
地
方
、
州
お
よ
び
自
治
共
和
国
の
党
組
織
の
規
模

連
邦
を
構
成
す
る
各
共
和
国
の
党
員
数
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
公
表
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
共
和
国
別
の
党
勢
を
比
較
す
る
こ
と
も
ま



た
可
能
で
あ
る
が
、
・
シ
ア
共
和
国
の
党
員
数
は
、
こ
の
共
和
国
に
は
共
和
国
単
位
の
党
組
織
別
言
す
る
と
共
和
国
党
中
央
委
員
会
が
存
在
し
て
い

な
い
の
で
、
公
式
に
は
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
一
般
に
は
、
連
邦
の
全
党
員
数
か
ら
ロ
シ
ア
共
和
国
以
外
の
一
四
の
共
和
国
別
の
党
員

数
の
合
計
し
た
も
の
を
除
い
て
得
た
数
字
を
、
冒
シ
ア
共
和
国
の
党
員
数
と
見
倣
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
ロ
シ
ア
共

和
国
の
党
員
数
に
は
こ
の
共
和
国
に
居
住
し
て
い
な
い
党
員
も
含
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
一
例
を
挙
げ
て
い
え
ば
、
第
二
三
回
党
大
会
に

は
特
別
軍
管
区
（
0
8
α
器
o
壱
属
）
の
党
協
議
会
か
ら
選
出
さ
れ
た
三
二
名
の
代
議
員
（
そ
の
う
ち
の
五
名
は
党
員
候
補
の
代
議
員
で
あ
る
）
が
大
会

に
参
加
し
て
い
る
が
、
彼
等
は
海
外
駐
留
の
ソ
連
軍
部
隊
の
党
員
代
表
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
確
め
る
方
法
が
別
に
あ
る
わ

け
で
は
な
い
し
、
ま
た
ロ
シ
ア
共
和
国
に
居
住
し
て
い
な
い
党
員
が
含
ま
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
数
は
こ
の
共
和
国
の
党
員
数
か
ら
す
る
と
そ
れ

ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
ら
、
前
記
し
た
よ
う
な
一
般
の
方
法
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
数
字
を
こ
の
共
和
国
の
党
員
数
と
見
倣
す
こ
と
に

し
た
い
。

　
さ
て
、
各
共
和
国
の
党
員
数
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
共
和
国
党
組
織
の
規
模
は
相
互
に
比
較
で
き
る
が
、
共
和

国
党
組
織
と
州
党
組
織
相
互
の
比
較
あ
る
い
は
州
党
組
織
間
の
比
較
と
な
る
と
、
そ
れ
は
不
可
能
に
近
い
。
個
々
の
州
（
あ
る
い
は
地
方
）
の
党
組

織
の
党
員
数
に
つ
い
て
は
そ
の
ご
く
一
部
が
文
字
通
り
例
外
的
に
発
表
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
つ
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
ま
つ
た
く
不
明
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
連
邦
党
大
会
代
議
員
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
代
表
某
準
に
も
と
づ
い
て
共
和
国
党
大
会
ま
た
は
州
（
あ
る
い
は
地

方
）
党
協
議
会
に
よ
つ
て
選
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
利
用
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
諸
党
組
織
相
互
の
概
括
的
な
規
模
の
比
較
は
不
可
能
で
は
な
い
は

ず
で
あ
る
。
第
四
表
は
、
第
二
三
回
党
大
会
代
議
員
四
、
九
四
二
名
（
党
員
候
補
の
代
議
員
三
≡
二
名
を
含
む
）
を
選
出
党
組
織
別
に
整
理
し
で
、
作
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
22
）

し
た
諸
党
組
織
の
序
列
順
位
表
で
あ
る
（
ア
ブ
ハ
ジ
ャ
、
ア
シ
ャ
ー
ル
、
ナ
ヒ
チ
ェ
ヴ
ァ
ン
の
三
州
と
キ
ル
ギ
ス
の
オ
シ
州
ば
州
党
協
議
会
か
ら
代
議
員
を
選

出
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
表
に
は
登
場
し
て
い
な
い
）
。
そ
し
て
、
個
々
の
党
組
織
の
規
模
を
他
と
の
関
連
に
お
い
て
あ
ら
わ
す
こ
の
表
に
ょ
る
と
、

ま
ず
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
二
点
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
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第
一
は
、
共
和
国
党
組
織
、
州
（
あ
る
い
は
地
方
）
党
組
織
の
い
ず
れ
を
見
て
も
そ
こ
に
は
非
常
に
大
ぎ
な
格
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

共
和
国
党
組
織
相
互
の
規
模
の
比
較
は
、
共
和
国
別
の
党
員
数
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
容
易
で
あ
り
ま
た
正
確
に
可
能
で
も
あ
る
が
、
共
和
国
の

党
組
織
と
州
（
あ
る
い
は
地
方
）
の
党
組
織
と
の
比
較
と
な
る
と
、
後
者
の
規
模
を
測
る
指
標
は
党
員
数
で
は
な
く
そ
の
党
協
議
会
で
選
出
さ
れ

た
代
議
員
数
で
あ
る
か
ら
、
代
表
基
準
（
第
壬
二
回
党
大
会
で
は
、
党
員
は
二
、
五
〇
〇
名
に
つ
い
て
議
決
権
を
も
つ
代
議
員
一
名
、
党
員
候
補
は
二
、
五
〇

〇
名
に
つ
い
て
評
議
権
を
も
つ
代
議
員
一
名
と
い
う
代
表
基
準
で
あ
つ
た
）
が
判
明
し
て
い
て
も
、
そ
の
比
較
は
お
お
ま
か
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
現
L
実
と
多
少
の
ズ
レ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
あ
え
て
認
め
た
上
で
、
ま
ず
共
和
国
党
組
織
と
州
（
あ
る
い
は
地
方
）
党
組
織
と
を
比
較
し
て

み
る
と
、
ど
の
州
（
あ
る
い
は
地
方
）
党
組
織
よ
り
も
大
き
な
党
組
織
を
も
つ
共
和
国
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
み
で
あ
る
。
モ
ス
ク
ワ
市
、
レ
ー
ニ
ン
グ

ラ
ー
ド
州
お
よ
び
モ
ス
ク
ワ
州
の
党
組
織
を
例
外
と
し
て
措
い
て
み
て
も
、
州
（
あ
る
い
は
地
方
）
の
党
組
織
よ
り
も
大
ぎ
な
党
組
織
を
も
つ
共
和

国
に
は
、
白
ロ
シ
ア
、
カ
ザ
フ
、
ウ
ズ
ベ
ク
、
グ
ル
ジ
ア
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
が
加
わ
る
だ
け
で
あ
つ
て
、
リ
ト
ワ
ニ
ア
、
モ
ル
ダ
ヴ
ィ
ア
、

キ
ル
ギ
ス
の
党
組
織
は
い
ず
れ
も
党
中
央
委
員
会
を
備
え
た
共
和
党
で
あ
る
と
は
い
え
、
規
模
の
上
で
は
・
シ
ア
の
平
均
的
な
州
と
同
程
度
と
、

ま
た
、
ト
ゥ
ル
ク
メ
ン
、
タ
ジ
ク
、
エ
ス
ト
ニ
ア
の
共
和
国
党
組
織
は
は
さ
ら
に
そ
れ
以
下
と
思
わ
れ
る
。
党
組
織
の
規
模
の
格
差
は
共
和
国
の

間
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
州
の
間
に
も
ま
た
見
ら
れ
る
。
共
和
国
党
組
織
間
の
規
模
の
格
差
を
・
シ
ア
の
州
党
組
織
を
通
し
て
表
現
し
た

が
、
州
党
組
織
の
規
模
の
格
差
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
そ
れ
は
実
は
・
シ
ア
に
お
い
て
も
つ
と
も
著
し
く
、
つ
い
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
い
て
大
き

い
。　

第
二
は
、
党
組
織
の
規
模
の
上
で
上
位
の
州
（
あ
る
い
は
地
方
）
は
・
シ
ア
に
お
い
て
も
つ
と
も
多
く
、
下
位
の
州
は
ウ
ズ
ベ
ク
と
カ
ザ
フ
に
お

い
て
も
つ
と
も
多
い
が
、
ロ
シ
ア
に
も
当
然
下
位
に
入
れ
る
べ
き
州
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、
な
に
を
基
準
と

し
て
上
位
と
し
あ
る
い
は
下
位
と
す
る
か
、
そ
の
基
準
の
置
き
か
た
に
問
題
は
残
る
で
あ
ろ
う
が
、
リ
ト
ワ
ニ
ア
、
モ
ル
ダ
ヴ
ィ
ア
な
い
し
は
キ

ル
ギ
ス
の
党
組
織
程
度
の
規
模
、
代
議
員
数
で
い
え
ば
約
四
〇
名
を
こ
え
る
代
議
員
を
送
り
出
し
て
い
る
党
組
織
を
上
位
の
党
組
織
と
し
、
ま



た
代
議
員
が
約
二
〇
名
以
下
の
党
組
織
を
下
位
の
党
組
織
と
し
て
、
そ
の
中
間
に
あ
る
党
組
織
を
中
位
の
党
組
織
と
す
る
と
、
・
シ
ア
で
は
、
第

四
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
市
（
こ
の
市
と
は
モ
ス
ク
ワ
市
で
あ
る
。
特
殊
な
存
在
で
あ
る
か
ら
以
下
に
お
い
て
は
取
り
上
げ
な
い
）
、
五
地
方
、
二
〇
州

が
上
位
の
グ
ル
ー
プ
に
入
る
。
こ
の
上
位
グ
ル
ー
プ
に
は
タ
タ
ー
ル
と
バ
シ
キ
ル
の
二
州
が
入
つ
て
い
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た

上
位
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
州
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
七
州
、
白
・
シ
ア
で
は
、
・
・
ン
ス
ク
の
一
州
、
ウ
ズ
ベ
ク
で
は
タ
シ
ケ
ン
ト
の
一
州
が
数

え
ら
れ
る
。
カ
ザ
フ
に
は
見
当
ら
な
い
。
下
位
の
グ
ル
ー
プ
に
入
る
州
を
共
和
国
別
に
当
つ
て
み
る
と
、
ワ
シ
ア
が
二
〇
州
（
た
だ
し
、
こ
の
数
字

に
は
州
と
し
て
数
え
ら
れ
た
二
自
治
共
和
国
が
含
ま
れ
て
い
る
）
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
七
州
、
白
ロ
シ
ア
が
三
州
、
ウ
ズ
ベ
ク
で
は
九
州
（
州
と
し
て
数
え

ら
れ
た
一
自
治
共
和
国
が
含
ま
れ
て
い
る
）
、
そ
し
て
カ
ザ
フ
で
は
一
三
州
と
そ
の
数
が
も
つ
と
も
多
い
。
中
位
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
州
に
つ
い
て
は

改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
党
組
織
の
規
模
が
大
小
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
し
か
も
上
下
の
格
差
は
著
し
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
同
じ
州
党
組
織
で
あ
る
か
ら
と

い
つ
て
す
べ
て
に
同
等
の
扱
い
を
期
待
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
第
二
三
回
党
大
会
で
も
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
四
つ
の
州
党
組
織

（
党
協
議
会
）
に
は
連
邦
の
党
大
会
代
議
員
の
選
出
権
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
第
二
四
回
党
大
会
で
は
、
キ
ル
ギ
ス
の
三
州
、
タ
ジ
ク
の
一
州
、

ト
ゥ
ル
ク
メ
ン
の
三
州
と
三
自
治
共
和
国
の
合
計
一
〇
州
党
協
議
会
が
連
邦
党
大
会
代
議
員
の
選
出
権
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ

れ
ら
の
州
の
人
口
は
、
ロ
シ
ア
の
カ
ル
ム
ィ
ク
、
ト
ゥ
ー
ヴ
ァ
、
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
、
マ
ガ
ダ
ソ
と
い
つ
た
州
の
人
口
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
。
キ

ル
ギ
ス
の
オ
シ
州
の
人
口
は
一
二
〇
万
を
こ
え
て
い
る
。
確
か
に
、
キ
ル
ギ
ス
人
、
タ
ジ
ク
人
、
ト
ゥ
ル
ク
メ
ン
人
の
民
族
党
組
織
率
も
彼
等
の

共
和
国
の
党
組
織
率
も
他
の
民
族
や
共
和
国
の
党
組
織
率
と
く
ら
べ
る
と
低
い
と
い
う
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
党
組
織
の
規
模
ー
党
員
数

に
よ
つ
て
で
あ
る
の
か
そ
れ
と
も
技
術
上
の
間
題
に
ょ
つ
て
で
あ
る
の
か
、
そ
の
辺
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
連
邦
党
大
会
代
議

員
を
直
接
に
選
び
得
る
か
否
か
と
い
う
か
た
ち
で
の
一
つ
の
差
別
が
、
州
党
組
織
の
間
に
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
で
は
、
規
約
上
で
は
同

　
　
　
　
　
　
ロ
ヒ
カ
ル

一
レ
ヴ
ェ
ル
の
地
方
党
組
織
に
ど
の
よ
う
な
差
別
つ
ま
り
評
価
順
位
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。
個
々
の
党
組
織
に
対
す
る
党
中
枢
の
評
価
と
党
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組
織
の
規
模
の
大
小
と
は
ま
つ
た
く
関
連
の
な
い
は
ず
も
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
党
組
織
の
規
模
に
も
と
づ
い
た
上
位
、
中
位
、
下
位
と
い
う

前
記
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
検
討
し
て
み
ょ
う
。

　
ま
ず
、
・
シ
ア
で
は
上
位
グ
ル
ー
プ
の
五
地
方
と
二
〇
州
の
党
第
一
書
記
は
す
べ
て
連
邦
党
中
央
委
員
会
（
以
下
、
単
に
中
央
委
員
会
と
の
み
い

う
）
の
委
員
の
ポ
ス
ト
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
中
位
の
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
は
い
る
が
、
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
地
方
と
ダ
ゲ
ス
タ
ン
、
リ
ヤ
ザ
ン
、
カ

リ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
三
州
の
党
第
一
書
記
も
ま
た
中
央
委
員
会
委
員
に
選
出
ー
実
は
指
名
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
地
方
あ
る
い
は
自
治
共
和

国
と
い
つ
た
特
殊
な
行
政
区
劃
の
た
め
ま
た
は
経
済
的
軍
事
的
な
理
由
か
ら
と
ら
れ
た
扱
い
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
前
記

の
一
地
方
と
三
州
を
加
え
た
・
シ
ア
の
六
地
方
と
二
三
州
の
党
第
一
書
記
は
、
第
二
三
回
党
大
会
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
常
に
、
す
な
わ
ち

第
二
〇
回
党
大
会
（
一
九
五
六
年
二
月
）
か
ら
第
二
四
回
党
大
会
に
至
る
ま
で
の
ど
の
党
大
会
（
た
だ
し
、
一
九
五
九
年
一
月
の
箪
二
回
党
大
会
は
臨
時

党
大
会
で
あ
つ
た
た
め
中
央
委
員
会
の
改
選
は
行
わ
れ
て
い
な
い
）
に
あ
つ
て
も
中
央
委
員
会
の
委
員
に
選
出
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
・
シ
ア
以
外

の
共
和
国
の
上
位
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
州
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
白
・
シ
ア
の
八
州
の
党
第
一
書
記
は
、
第
二
三
回
党
大
会
で
は

中
央
委
員
会
の
委
員
の
ポ
ス
ト
（
キ
エ
フ
の
党
第
一
書
記
は
委
員
候
補
の
ポ
ス
ト
）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ロ
シ
ア
の
上
位
グ
ル
ー
ブ
の
州

（
あ
る
い
は
地
方
）
の
同
僚
と
は
異
な
つ
て
、
こ
の
委
員
の
ポ
ス
ト
は
ど
の
党
大
会
で
も
彼
等
の
た
め
に
必
ず
し
も
用
意
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
し
ば
し
ば
委
員
候
補
の
ポ
ス
ト
が
、
時
に
は
中
央
監
査
委
員
会
の
委
員
の
ポ
ス
ト
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
ウ
ズ
ベ
ク
の
タ
シ
ケ
ン
ト
州
の
党

第
一
書
記
は
第
二
二
回
党
大
会
か
ら
委
員
候
補
の
ポ
ス
ト
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
同
程
度
の
規
模
の
獅
党
組
織
で
は
あ
つ
て
も
、

そ
の
州
が
ロ
シ
ア
に
あ
る
か
ロ
シ
ア
以
外
の
共
和
国
に
あ
る
か
に
よ
つ
て
そ
こ
に
幾
分
か
の
差
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
、
中
位
グ
ル
ー
プ
の
州
に
つ
い
て
見
る
と
第
二
三
回
党
大
会
で
は
、
ハ
パ
ロ
フ
ス
ク
地
方
と
ダ
ゲ
ス
タ
ン
、
リ
ヤ
ザ
ン
、
カ
リ
ニ
ン
グ

ラ
ー
ド
の
三
州
を
除
い
た
冒
シ
ア
の
二
二
州
の
党
第
一
書
記
に
、
中
央
委
員
会
の
委
員
あ
る
い
は
委
員
候
補
も
し
く
は
中
央
監
査
委
員
会
の
委
員

の
ポ
ス
ト
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
第
二
三
回
党
大
会
ば
か
り
で
な
く
第
二
〇
回
党
大
会
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
第
二
四
回
大
会
を
含
め
て
観
察
し
て



み
る
と
、
彼
等
に
主
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
ポ
ス
ト
は
委
員
候
補
の
ポ
ス
ト
で
あ
つ
て
、
委
員
の
ポ
ス
ト
は
そ
れ
よ
り
も
少
な
く
な
つ
て
い

る
。
中
央
監
査
委
員
会
の
ポ
ス
ト
は
無
論
稀
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
位
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
一
一
州
と
白
ロ
シ
ア
の
二

州
お
よ
び
カ
ザ
フ
の
二
州
を
合
せ
た
一
五
州
の
党
第
一
書
記
に
対
し
て
第
二
三
回
党
大
会
で
与
え
ら
れ
た
ポ
ス
ト
は
委
員
の
ポ
ス
ト
が
一
（
ア
ル

了
ア
タ
の
党
第
一
書
記
）
、
委
員
候
補
の
ポ
ス
ト
が
六
で
あ
る
。
第
二
〇
回
党
大
会
（
こ
の
党
大
会
で
は
ウ
ズ
ベ
ク
と
カ
ザ
フ
の
州
党
協
議
会
か
ら
は
代
議

員
が
直
接
送
り
出
さ
れ
て
い
な
い
）
で
は
、
委
員
の
ポ
ス
ト
が
一
、
中
央
監
査
委
員
会
の
ポ
ス
ト
が
一
で
あ
つ
た
。
第
二
四
回
党
大
会
で
も
、
彼
等

の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
ポ
ス
ト
は
委
員
三
、
委
員
候
補
四
、
中
央
監
査
委
員
会
委
員
一
に
と
ど
ま
つ
て
い
る
。
彼
等
の
多
く
は
、
党
中
央
の
諸
指

導
機
関
の
構
成
員
を
兼
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
存
在
と
し
て
は
依
然
認
め
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
中
位
グ
ル
ー
プ

の
州
党
組
織
に
つ
い
て
も
矢
張
り
共
和
国
に
ょ
る
差
別
、
し
か
も
上
位
グ
ル
ー
プ
の
場
合
よ
り
も
明
ら
か
な
差
別
が
見
ら
れ
よ
う
。

　
最
後
に
、
下
位
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
が
、
た
と
え
下
位
の
グ
ル
ー
プ
で
は
あ
つ
て
も
・
シ
ア
の
二
〇
州
（
二
の
自
治
共
和
国
が
含
ま
れ
て
い
る
）

の
党
第
一
書
記
に
は
、
ど
の
党
大
会
で
も
、
委
員
候
補
か
中
央
監
査
委
員
の
い
ず
れ
か
の
ポ
ス
ト
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
一
つ
の

例
外
も
な
い
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
以
外
の
共
和
国
に
あ
る
三
二
州
の
党
第
一
書
記
の
な
か
か
ら
第
二
三
回
党
大
会
で
党
中
央
の
諸
指
導
機
関
の
構

成
員
に
選
出
さ
れ
た
者
は
、
委
員
が
二
名
（
ク
ス
タ
ナ
イ
、
ウ
ラ
リ
ス
ク
の
党
第
一
書
記
）
、
委
員
候
補
が
二
名
（
モ
ギ
リ
．
フ
、
ア
ク
チ
ュ
ビ
ン
ス
ク
の

党
第
一
書
記
）
、
中
央
監
査
委
員
会
委
員
が
三
名
（
ブ
レ
ス
ト
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
、
ツ
ェ
リ
ノ
グ
ラ
ー
ド
の
党
第
一
書
記
）
に
す
ぎ
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
ロ

シ
ア
以
外
の
共
和
国
に
あ
る
三
二
州
の
党
組
織
は
そ
の
多
く
が
規
模
の
小
さ
な
党
組
織
で
あ
る
と
は
い
え
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
七
州
は
い
ず
れ
も
、

第
四
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
・
シ
ア
の
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
、
マ
ガ
ダ
ン
の
両
州
よ
り
も
大
ぎ
い
。
第
二
四
回
党
大
会
で
彼
等
に
与
え
ら
れ
た
ポ
ス

ト
は
委
員
三
（
こ
の
党
大
会
で
は
中
央
委
員
会
の
委
員
か
四
六
名
も
増
員
さ
れ
て
い
る
）
、
委
員
候
補
八
、
中
央
監
査
委
員
会
二
で
あ
る
。
前
記
の
ウ
ク
ラ

イ
ナ
の
七
州
に
つ
い
て
い
え
ば
、
与
え
ら
れ
た
ポ
ス
ト
は
わ
ず
か
に
一
つ
（
イ
ワ
ノ
ー
フ
ラ
ン
コ
フ
ス
ク
党
第
一
書
記
が
、
委
員
に
選
出
さ
れ
て
い
る
）
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
・
シ
ア
の
二
〇
州
の
党
第
一
害
記
の
な
か
で
、
中
央
の
指
導
機
閾
に
選
出
さ
れ
な
か
つ
た
者
は
一
人
も
い
な
い
。
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こ
こ
で
州
党
組
織
か
ら
共
和
国
党
組
織
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
共
和
国
党
組
織
間
に
も
規
模
の
上
で
の
格
差
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
著
し
い
格
差
が
あ
る
が
、
共
和
国
の
党
第
一
書
記
は
常
に
中
央
委
員
会
の
委
員
に
選
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
て
は
ま

つ
た
く
同
等
の
処
遇
を
与
え
ら
れ
て
い
る
（
一
九
六
二
年
一
二
月
二
六
日
か
ら
一
九
六
四
年
一
二
月
七
日
ま
で
の
間
カ
ザ
フ
の
党
第
一
書
記
で
あ
つ
た
N
・
ユ

ス
ポ
フ
は
委
員
候
補
で
あ
つ
た
）
。
そ
れ
故
、
党
第
一
書
記
に
中
央
委
員
会
と
い
う
物
指
し
を
当
て
て
見
た
の
で
は
、
個
々
の
共
和
国
組
織
に
与
え
ら

れ
て
い
る
評
価
の
差
つ
ま
り
序
列
上
の
順
位
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、
党
第
一
書
記
を
対
象

と
す
る
な
ら
ば
適
当
な
物
指
し
を
別
に
用
意
す
る
か
、
中
央
委
員
会
と
い
う
物
指
し
を
利
用
す
る
な
ら
ば
適
当
な
対
象
を
他
に
求
め
る
か
、
い
ず

れ
か
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
正
確
さ
を
期
す
る
た
め
に
二
つ
の
方
法
を
併
用
し
た
い
と
思
う
。

　
本
稿
は
、
す
で
に
そ
の
は
し
が
き
に
お
い
て
、
諸
中
央
指
導
機
関
の
序
列
順
位
の
第
一
位
に
は
政
治
局
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て

い
る
。
そ
こ
で
、
政
治
局
と
い
う
物
指
し
に
よ
つ
て
共
和
国
党
の
第
一
書
記
を
は
か
つ
て
み
る
と
、
第
二
二
回
、
第
二
三
回
、
第
二
四
回
の
党
大

会
の
い
ず
れ
を
と
つ
て
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
党
第
一
書
記
（
二
名
）
は
政
治
局
の
局
員
に
、
白
・
シ
ア
の
党
第
一
書
記
（
二
名
）
、
ウ
ズ
ベ
ク
の
党
第

一
書
記
（
一
名
）
、
グ
ル
ジ
ア
の
党
第
一
書
記
（
一
名
）
は
い
ず
れ
も
局
員
候
補
に
、
そ
し
て
カ
ザ
フ
の
党
第
一
書
記
（
一
名
）
は
第
二
三
回
党
大
会

以
後
局
員
候
補
に
選
ば
れ
て
い
る
が
、
他
の
共
和
国
の
党
第
一
書
記
は
一
人
と
し
て
局
員
候
補
に
も
選
ば
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
、
白
ロ
シ
ア
、
ウ
ズ
ベ
ク
、
カ
ザ
フ
、
グ
ル
ジ
ア
の
党
組
織
は
特
別
の
扱
い
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
党
組
織
は
別
格

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
党
第
二
書
記
を
対
象
と
し
た
場
合
に
は
ど
う
か
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
六
名
の
う
ち
の
五
名
が
中

央
委
員
会
の
委
員
、
一
名
が
委
員
候
補
、
白
・
シ
ア
で
は
四
名
の
う
ち
の
二
名
が
委
員
、
二
名
が
委
員
候
補
、
ウ
ズ
ベ
ク
で
は
三
名
の
う
ち
の
二

名
か
委
員
、
一
名
が
委
員
候
補
、
カ
ザ
フ
で
は
四
名
の
う
ち
の
三
名
が
委
員
、
一
名
が
委
員
候
補
で
あ
る
。
グ
ル
ジ
ア
で
は
四
名
の
う
ち
の
三
名

が
委
員
候
補
で
あ
る
が
、
残
り
の
一
名
は
中
央
の
指
導
機
関
に
選
出
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ア
ゼ
ル
パ
ィ
ジ
ャ
ン
で
は
三
名
全
員
が
委
員
候

補
、
リ
ト
ワ
ニ
ア
で
は
二
名
全
員
が
中
央
監
査
委
員
会
委
員
、
モ
ル
ダ
ヴ
ィ
ア
で
は
三
名
全
員
が
委
員
候
補
、
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
で
は
二
名
全
員
が
中



央
監
査
委
員
（
一
名
は
在
任
中
に
監
査
委
員
会
委
員
か
ら
委
員
候
補
に
昇
格
し
て
い
る
）
、
キ
ル
ギ
ス
で
は
三
名
全
員
が
委
員
候
補
、
タ
ジ
ク
で
は
二
名

全
員
が
委
員
候
補
、
ア
ル
メ
ニ
ア
で
は
二
名
全
員
が
中
央
監
査
委
員
会
委
員
、
ト
ゥ
ル
ク
メ
ン
で
は
二
名
全
員
が
委
員
候
補
、
（
一
名
は
在
任
中
に

委
員
候
補
か
ら
委
員
に
昇
格
し
て
い
る
）
、
エ
ス
ト
ニ
ア
で
は
三
名
の
う
ち
一
名
が
委
員
候
補
、
ま
た
一
名
が
中
央
監
査
委
員
会
委
員
、
残
り
の
一
名

は
中
央
の
指
導
機
関
に
選
出
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
党
第
二
書
記
を
通
し
て
見
る
と
、
白
冒
シ
ア
、
ウ
ズ
ベ
ク
特
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
別
格

の
扱
い
を
受
け
て
い
る
が
、
グ
ル
ジ
ア
は
こ
れ
と
い
つ
た
特
別
の
扱
い
を
受
け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
（
共
和
国
首
相
あ
る
い
は

最
高
会
議
幹
部
会
議
長
を
対
象
と
L
て
み
て
も
、
同
じ
よ
う
な
結
論
が
得
ら
れ
る
〉
。
そ
こ
で
、
グ
ル
ジ
ア
と
、
グ
ル
ジ
ア
と
同
じ
ょ
う
な
規
模
の
ア
ゼ
ル

バ
イ
ジ
ャ
ン
の
党
組
織
に
注
目
し
て
み
た
い
。

　
グ
ル
ジ
ア
の
党
組
織
も
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
党
組
織
も
、
共
和
国
の
党
組
織
と
し
て
は
決
し
て
小
さ
い
方
で
は
な
い
が
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド

州
や
モ
ス
ク
ワ
州
の
党
組
織
に
く
ら
べ
る
と
は
る
か
に
小
さ
い
。
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
党
組
織
は
・
ス
ト
フ
州
や
ド
ネ
ッ
ツ
州
の
党
組
織
程
度

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
グ
ル
ジ
ア
の
党
第
一
書
記
は
政
治
局
の
局
員
候
補
と
し
て
選
出
さ
れ
て
ぎ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
グ
ル

ジ
ア
の
党
組
織
を
カ
ザ
フ
や
ウ
ズ
ベ
ク
の
党
組
織
と
同
じ
よ
う
に
別
格
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
と
見
た
わ
け
で
あ
る
が
、
局
員
候
補
に
選
出
さ
れ

て
き
た
グ
ル
ジ
ア
の
党
第
一
書
記
と
は
グ
ル
ジ
ア
人
の
ム
ジ
ャ
ワ
ナ
ー
ゼ
（
甲
P
三
蒙
ω
貰
昌
※
Φ
）
で
あ
る
。
彼
は
一
九
五
三
年
以
来
こ
の
共
和

国
の
党
第
一
書
記
を
務
め
て
お
り
、
グ
ル
ジ
ア
人
（
全
グ
ル
ジ
ア
人
口
の
九
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
こ
の
共
和
国
に
居
住
し
て
い
る
。
な
お
、
グ
ル
ジ
ア
人

の
民
族
党
組
織
率
は
一
九
六
五
年
当
時
で
い
え
ば
一
〇
・
三
バ
ー
セ
ン
ト
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ま
た
非
常
に
高
い
）
に
と
つ
て
は
一
つ
の
象
徴
的
な
存
在
で
あ

つ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
第
二
四
回
党
大
会
で
も
局
員
候
補
と
し
て
引
ぎ
続
き
選
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
特
殊
な
配
慮
が
加
味
さ
れ
て

は
い
な
い
だ
ろ
う
か
（
現
に
、
彼
の
後
任
で
あ
る
3
・
A
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ド
ナ
ー
ゼ
党
第
一
書
記
は
党
中
央
の
指
導
機
関
の
構
成
員
を
兼
ね
て
い
な
い
）
。
と
す

る
と
、
グ
ル
ジ
ア
党
に
与
え
ら
れ
て
い
る
評
価
は
、
党
第
一
書
記
を
通
し
て
求
め
た
も
の
よ
り
も
、
党
第
二
書
記
し
か
も
主
と
し
て
ロ
シ
ア
人
で

あ
る
彼
等
（
グ
ル
ジ
ア
党
第
二
書
記
四
名
の
う
ち
の
二
名
が
・
シ
ア
人
、
二
名
は
所
属
民
族
不
明
、
な
お
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
党
第
二
書
記
三
名
の
う
ち
の
二
名
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は
・
シ
ア
人
、
一
名
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
）
を
通
し
て
得
た
結
果
に
こ
そ
、
よ
り
正
確
に
現
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
に
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー

ド
州
の
党
第
一
書
記
は
政
治
局
の
局
員
候
補
ま
た
そ
の
党
第
二
書
記
は
委
員
で
あ
り
、
モ
ス
ク
ワ
州
の
党
第
一
書
記
は
委
員
に
ま
た
そ
の
党
第
二

書
記
は
委
員
候
補
に
選
出
さ
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
共
和
国
の
党
組
織
は
、
名
称
的
に
は
連
邦
の
党
組
織
に
似
た
機
関
を
備
え
て
い
る
た
め
に
、
地
方
党
組
織
の
序
列
順
位
の
上
で
特

別
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、
グ
ル
ジ
ア
あ
る
い
は
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ソ
の
党
組
織
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
党

組
織
の
規
模
に
応
じ
た
評
価
以
上
の
も
の
を
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ロ
シ
ア
に
置
か
れ
て
い
る
同
程
度
の
規
模
の
州
あ
る
い
は
地
方

の
党
組
織
と
同
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
幾
分
で
も
特
別
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
共
和
国
党
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
規
模
に
応
じ
た
序
列
順
位

上
の
位
置
よ
り
も
幾
分
で
も
格
上
げ
さ
れ
て
い
る
共
和
国
党
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
白
ロ
シ
ア
、
ウ
ズ
ベ
ク
、
カ
ザ
フ
の

党
組
織
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
確
か
に
、
こ
れ
ら
の
共
和
国
党
は
幾
分
格
上
げ
さ
れ
て
い
る
と
い
え
な
く
も
な
い
け
れ
ど
も
、
共
和
国

党
を
構
成
し
て
い
る
個
々
の
州
党
組
織
自
体
は
・
シ
ア
に
置
か
れ
て
い
る
同
程
度
の
規
模
の
州
党
組
織
と
く
ら
べ
る
と
、
共
和
国
党
が
格
上
げ
さ

れ
て
い
る
そ
の
分
だ
け
、
格
下
げ
さ
れ
て
い
る
。
自
治
共
和
国
の
党
組
織
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
主
と
し
て
・
シ
ア
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
党
組
織
の
規
模
に
応
じ
た
序
列
順
位
を
無
視
す
る
特
別
の
評
価
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

む

す

び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ヨ
カ
ル

　
以
上
、
連
邦
構
成
共
和
国
、
地
方
、
州
、
自
治
共
和
国
の
党
組
織
の
第
一
書
記
に
つ
い
て
そ
の
所
属
民
族
を
整
理
し
、
ま
た
地
方
党
組
織
の
序
列

　
　
　
　
　
ロ
　
　
コ
ル

を
確
め
た
。
地
方
党
組
織
の
第
一
書
記
の
詮
衡
条
件
に
は
そ
の
党
組
織
の
置
か
れ
て
い
る
共
和
国
（
あ
る
い
は
自
治
共
和
国
）
と
同
名
の
民
族
優
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
し
カ
ル

と
い
う
条
件
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
地
方
党
組
織
は
そ
の
規
模
に
ょ
つ
て
序
列
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
し
カ
ル

地
民
族
優
先
主
義
と
も
い
う
べ
き
地
方
党
組
織
幹
部
の
詮
衡
条
件
に
し
て
も
そ
れ
は
ま
つ
た
く
予
想
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
ま



た
党
組
織
上
、
州
と
共
和
国
と
は
同
格
で
あ
る
と
い
う
一
つ
の
確
認
に
し
て
も
そ
れ
は
す
で
に
第
八
回
党
大
会
で
主
張
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
現
地
民
族
優
先
主
義
と
い
う
詮
衡
条
件
な
い
し
は
原
則
が
党
組
織
の
規
模
に
よ
つ
て
必
ず
し

も
一
様
に
支
配
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
カ
ザ
フ
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
一
様
に
支
配
し
得
な
い
の
か
。

そ
れ
と
も
、
一
様
に
支
配
さ
せ
よ
う
と
し
な
い
の
か
。
改
め
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
連
邦
国
家
と
単
一
国
家
と
い
つ
た
対
比
を
政
党
に
移
し
て
い
う
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
モ
ー
リ
ス
・
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
の
い
う
直
接
政
党
と
間
接
政
党
と
の
対
比
を
挙
げ
る
べ
ぎ
か

　
も
し
れ
な
い
が
、
間
接
政
党
と
は
、
労
働
組
合
や
協
同
組
合
と
い
つ
た
よ
う
な
本
来
は
非
政
党
的
な
諸
社
会
集
団
か
ら
構
成
さ
れ
た
政
党
を
指
し
て
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
単
一

　
政
党
と
連
合
政
党
と
の
対
比
と
し
た
。

（
2
）
ズ
コ
O
O
切
需
8
馨
量
美
属
需
目
Φ
塁
美
。
需
駕
8
長
。
呑
①
℃
窪
量
詠
＝
目
①
＝
旨
畠
長
・
三
。
突
墨
お
園
8
置
。
。
も
』
9
・

（
3
）
9
こ
爵
器
一
＝
呂
S
国
＆
一
お
器
鍔
頃
自
〇
一
塗
ω
o
≦
Φ
け
ぎ
ω
蜂
・
缶
o
湯
℃
臼
密
一
＆
三
α
似
巴
四
民
ω
8
一
①
蔓
一
切
。
ω
一
8
し
。
o
S
p
零
～
o。・

（
4
）
　
二
〇
気
∩
O
O
頴
寓
↓
o
ヨ
零
①
8
δ
ω
＝
o
邸
自
①
需
目
琴
＝
ま
8
旨
窪
話
一
S
O
8
h
撃
三
〇
突
器
噂
お
お
一
↓
o
竃
一
く
一
〇
〇
～
＝
。
な
お
、
本
稿
に
あ
げ
る
人
口

　
統
計
上
の
数
字
は
す
ぺ
て
前
掲
書
に
よ
つ
た
。

（
5
）
仁
O
望
O
O
O
℃
場
ξ
8
≡
零
Φ
8
δ
寄
呂
器
需
彊
9
ぎ
。
窪
窪
慧
這
昭
8
恕
鳩
7
一
〇
突
墨
お
貫
弓
薯
一
み
ら
～
す

（
6
）
拙
稿
、
「
・
シ
ア
帝
国
の
遺
産
」
（
『
法
学
研
究
』
第
四
五
巻
、
第
一
一
号
）
参
照
。

（
7
）
ズ
コ
O
O
即
℃
①
ω
2
δ
養
美
＝
℃
①
目
。
養
美
9
8
き
望
蓉
喜
。
℃
Φ
…
…
＝
雪
雰
…
。
竃
筆
三
。
貨
雪
二
。
β
↓
9
島
』
・
お
～
恥
・

（
8
）
図
図
一
一
3
①
鍔
ズ
o
言
寓
蜜
圭
3
賠
①
突
○
陣
口
曽
ヌ
｝
…
O
o
零
↓
突
0
8
6
0
6
ω
。
。
噂
3
Φ
ぎ
も
Ω
曾
剛
・
お
突
一
轟
o
↓
、
剛
9
・
8
竃
一
戸
。
二
①
～
S

（
9
）
9
．
お
8
卸
駕
曇
臣
3
屈
旨
望
。
－
需
薯
§
。
℃
ま
塗
δ
①
器
峯
幕
9
蘭
。
ω
｝
｛
要
℃
R
ξ
警
艮
奉
一
塁
塁
℃
｝
二
。
謡
8
岩
・
三
。
。
語
幼
二
。
認
・

（
1
0
）
　
．
．
切
①
＞
o
ζ
0
3
ぴ
ゆ
Φ
℃
き
田
0
3
0
畠
零
自
O
O
O
℃
．
、
（
以
後
、
、
．
頃
Φ
h
o
竃
o
自
『
、
、
と
隆
記
す
る
y
一
3
8
2
ρ
お
・

（
1
1
）
　
．
．
国
①
h
O
寓
O
O
↓
ぴ
、
、
矯
一
3
9
2
0
，
曽
。

（
1
2
）
　
．
．
切
①
h
o
三
〇
3
ぴ
．
、
、
一
8
0
。
、
Z
ρ
一
●

（
1
3
）
　
．
．
ω
の
＞
o
寓
0
3
ぴ
、
．
｝
お
0
9
2
ρ
S

（
皿
）
　
．
、
ω
①
員
o
ζ
O
O
↓
ぴ
．
、
｝
一
〇
刈
9
Z
o
●
認
・

（
1
5
）
　
U
輿
Φ
犀
｝
・
国
●
ω
8
洋
糟
閃
＝
ω
巴
”
p
℃
o
＝
江
o
巴
目
の
自
窪
二
〇
昌
卯
■
o
p
山
o
P
一
零
押
つ
認
。

（
1
6
）
　
連
邦
構
成
共
和
国
、
地
万
、
州
、
自
治
共
和
国
、
自
冶
州
、
民
疾
管
区
、
区
お
よ
び
市
の
数
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
一
年
、
一
九
六
六
年
、
一
九
七
一
年
、
お
よ
び
一
九
七
三

　
年
の
浮
露
8
＞
臣
ス
切
o
き
E
呂
0
8
①
↓
突
呂
ω
頴
耳
類
ス
き
器
h
塁
を
利
用
し
た
。

　
　
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
（
一
〇
七
五
）



ゾ
連
共
産
党
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
0
所
属
民
族

六
二
　
　
（
一
〇
七
六
）

（
1
7
）
共
和
国
党
中
央
委
員
会
、
お
よ
び
地
方
、
州
、
管
区
、
市
、
区
の
党
委
員
会
の
数
は
、
．
、
コ
8
凄
辞
累
※
器
苧
．
、
博
一
8
ド
Z
9
ピ
一
8
9
2
0
二
〇
二
8
8
Z
o
●

　
お
一
お
お
℃
Z
9
二
に
記
載
さ
れ
て
い
る
ズ
コ
O
∩
ロ
月
＝
号
℃
貰
に
ょ
る
。

（
B
）
．
、
コ
巷
↓
憲
器
頴
製
蕊
ま
．
、
二
8
9
2
9
一
9
。
●
一
刈
●

（
19
）
　
一
九
七
四
年
一
二
月
の
党
中
央
委
員
会
と
闘
僚
会
議
の
合
同
会
議
で
パ
ス
ポ
ー
ト
制
の
改
正
が
審
議
・
決
定
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
所
属
民
族
記
載
の
項
目
は
そ
の

　
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
イ
ズ
ベ
ス
チ
ヤ
紙
』
（
一
九
七
四
年
二
一
月
二
日
付
）
記
載
の
．
．
＝
o
浮
轟
8
器
↓
突
匿
冨
自
o
℃
弓
、
、
を
参
照
。

（
2
0
）
拙
稿
、
「
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
構
成
員
の
民
族
的
組
成
」
（
『
法
学
研
究
』
第
四
八
巻
、
第
七
号
）
参
照
。

（
2
1
）
党
歴
な
い
し
経
歴
の
調
査
に
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
↓
ぽ
ぎ
曾
一
9
8
h
黛
↓
冨
ω
9
畠
o
眺
浮
Φ
d
ω
ω
肉
編
集
の
「
人
名
録
」
な
ど
が
あ
る
が
、
主
と
し
て
、
『
ソ
連
邦
最

　
高
会
議
代
議
員
録
』
と
『
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
大
百
科
辞
典
年
鑑
』
の
「
人
名
録
」
を
利
用
し
た
。
な
お
、
共
和
国
党
第
一
書
記
な
ど
の
在
任
期
間
は
、
　
O
お
矯
国
＆
冨
窪
四
民
く
巴

　
O
凶
鶏
9
埜
い
＄
号
房
9
月
げ
Φ
ω
o
≦
9
閑
Φ
℃
仁
三
8
即
這
紐
山
O
刈
b
o
　
（
O
帥
昌
げ
①
霞
僧
這
お
）
に
よ
つ
て
確
め
た
。

（
2
2
）
第
…
二
回
党
大
会
代
議
員
個
々
の
選
出
党
組
織
は
図
図
一
目
o
げ
o
質
ズ
O
寓
置
曳
寓
琴
望
器
o
民
呂
＝
巷
↓
＝
属
0
8
雪
突
0
8
∩
O
δ
ω
撃
3
窪
脅
窓
合
§
Φ
臭
昏

0
2
ω
弓
（
三
2
臣
空
お
3
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
代
議
員
名
簿
（
↓
薗
罵
※
9
3
鼠
F
O
ω
c
。
O
～
O
ト
っ
ω
）
に
よ
つ
た
。
な
お
、
同
種
の
「
代
議
員
名
簿
」
は
、
第
二
〇
回
、

第
二
一
回
、
第
二
二
回
、
第
二
四
回
党
大
会
の
『
速
記
録
』
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
第
二
四
回
党
大
会
の
そ
れ
に
は
選
出
党
線
織
（
お
よ
び
代
議
員
の
現
職
）
が
明
示
さ
れ
て

　
い
な
い
。



別
数

織
員
n

組
議
3

党
代

共和国党組織 地方、州党組織
（ロシア）

モスクワ市

州党組織
（ウクライナ）

　　　　第　　　四　　　表
第23回党大会における党組織別の選出代議員数

　　州党組織　　州党組織
　　（白ロシア）　（ウズベク）

州党組織
（カザフ）

州（自治共和国）党組織 その他の党
組織

187 レニングラード

154
モスクワ

ー111　　グルジァ

ーウ
臼
囑
⊥
0
9

9
9
9
8

アゼルバイジヤソ

ロストフ

ドネッツ

ー83

82

81

80

79

78

77

76

75

％
招
7

2
71
7
0
6
9
6
8
6
7
6
6
6

5
6
4
6
3
6
2
6
1
6

0
5
9
5
8
5
7
5
6
5
5
5
4
5
3
5
2
5
1
5
0
4
9
4
8
4
7
4
6
4
5
4
4
4

3
4
2
4
1
4
0
3
9
3
8
3
7
3
6
3
5
3
4
3
3
3
2
3
1
3
0
2
9
2
8
2
7
2
6
2
5
2
4
2
3
2

2
2
1
2
0
皿
B
1
7
16
1
5
1
4
1
3
並
1
1
⑳
9
8
7
6
5
4
3

ゴリキー　クラスノダル

　　　　一
スヴェルドロフスク キエフ

ケメロヴォ

クイブィシェフ　サラトフ

ー　　＿

ドネプロペトロフスク

ヴォルゴグラード　チェリャピンスク

ハリコフ

ー

ヴォロネジ

アルタイ

クラスノヤルスク

カリーニソ　ノヴォシビルスク

ルガンスク

ラトヴィァ

　
アノレメニア

ヘノレム

プリモール　オレンブルグ　トゥーラ

オデッサ

クリム

ミソスク

タシケソト

タタール

バシキル

ー

リトワニア

ーモルダヴィア

イルクツク

ー
スタヴロポリ　オムスク

キリギス

ー
ウラジミル

ヤロスラヴリ

イワノフ

ペンザ　タソボフ

ハハロフスク　キーロフ

アルハソゲリスク　リャザン

ザポロジエ　ルヴォフ アルマーアタ

ー
トゥノレクメン　タジク

ー
ブリャソスク　ヴォログダ ポルタワ

クノレスク

ウリヤノフスク

ヴィソニツァ

ゴーメリ

ヴィテフスク

特別軍管区、

エストニア

ー
カリニングラード

カルーガ　リベツク　スモレソスク

ベルゴロド　クルガソ　ムルマソスク

チェルニゴフ

ジトミル

スムイ　チェルカス

ウドムルト

コストロム

チュメニ　チタ

オリョール　プスコフ

フメルニツキイ

ニコラエフ

キロヴォグラード

カラガソダ

アムールスク　アストラハン　ノヴゴロド　ヘルソン

ダゲスタソ

　
モルドワ

モギリョフ　アンディジャン

サハリン　トムスク

イワノーフランコフスク　ローヴノ

ヴォリソスク　チェルノヴィツ

ザカルパト　テルノボリ

グロドノ

フレスト

フェルガン

サマルカンド

チュヴァシ

三．．ミ．

カレリア チェチェソーイングーシ

ブハラ

東カザフスタン

クスタナイ

チムケント　ツェリノグラード

セミバルチソスク

アクチュビンスク　バヴロダール

ジャムブール　ウラリスクコクチェタフ北カザフスタン

クズィルーオルダ

ブリヤート

マリ　北オセチソ　ヤクート

カバルディンーバルカル

カムチャッカ　マガダソ

シルダリソスク

カシカダリ　スルハンダリンスク

ホレズム グウリエフ カラカノレバク

カルムィク　　トゥーヴァ

2
ユ

共和国、地方、州の党組織の名称の下に付した線は、当該党組織の第一書記が兼ねている中央機関を示す。すなわち

＝＝：は連邦党中央委員会委員、一は速邦党中央委員会委員候補を、また……は連邦党中央監察委員会委員を示す．


